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1. 目的、本年度の研究計画、特徴的な成果等 

 

1.1. 背景と目的 

1.1.1.  背景 

放射線は、大学在学中に初めて扱う者が大多数である。従って、放射線防護に関する意識を植

え付けるためには、一番初めに放射線を取り扱う「大学」における放射線教育の充実こそが最も

有効な手段である。このためには、効果的な教育訓練を継続的に実施していくことが重要であり、

そのために、教育担当者が様々な教育訓練コンテンツを利用可能な環境を作り、提供していくこ

とが必要である。日本学術会議より「放射線作業者の被ばくの一元管理について」が提言されて

いる。生涯被ばくは一元管理が必要であるが、日本はそのシステム構築が諸外国に比べ遅れてい

ると報告されている。この状況を打開し整備を進めるためには、作業者が初めて放射線を扱う

「大学」での従事者管理システムの連携整備が必要である。 

 

1.1.2. 目的 

本事業では、国立大学アイソトープ総合センター会議（以下｢センター会議｣という。）を母体

とするネットワークを中核として、安全管理担当者及び研究者に対する実習、大学間での従事者

管理に関する連携などを含む以下の事業を実施することによって、放射線作業者の放射線防護に

対する知識と意識の向上を図り、健全な放射線防護を実現することを目的とする。 

１）センター会議が所有する実習資産の公開、実習等コンテンツの開発と実習を含む検討会議の

実施 

２）大学・研究機関の放射線従事者情報の共有化と一元管理 

 本事業は、参加の RI センターが中核となるが、参加校の大学および、他大学、機関の有識者、

学協会（日本放射線安全管理学会、大学等放射線施設協議会等）との意見交換も積極的に進め、

その普及を図る。 

 

1.1.3. 本事業の独創的な点 

本ネットワークのメンバーは、放射線教育、管理の専門家集団である。RIセンターは、実習、

教育訓練の実施、および放射線取扱主任者、若手管理者の育成の任務がある。過去 30 年程度に

わたり、センター会議は、施設安全管理担当教職員を対象にした研修会を実施し、講義、取扱実

習コンテンツの資産がある。この資産を公開し広く利用を図ること、新しく実習を開発すること

は、放射線教育の充実、放射線防護に大きな寄与となる。大学内の放射線従事者一元管理システ

ムを導入した大学では、その開発と管理は RI センターが主に行っている。本事業への採択で、

本ネットワークの取り組みを加速させることが可能になる。 

 

1.1.4. 期待される成果 

本ネットワークでは、教育プログラム及び最新の放射線利用に関する安全利用方法開発に向け

た検討会議の実施、実習ガイド等の公開により、放射線作業者の安全、防護に対する知識と意識
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の向上を図る。 

 大学等の施設では、研究内容、放射線作業の経験年数等の異なる多種多様な放射線作業者が存

在する。センター会議がもつ実習コンテンツの資産の有効活用と新しい実習コンテンツを提供す

ることは、作業者のみならず安全管理担当者の資質向上にもつながり放射線防護への大きな貢献

となる。本ネットワークが開催する検討会を通して様々な技術を習得し、多様な分野の利用実態

を把握する者を輩出することは、放射線規制や防護のための人材育成に繋がる。このような研修

を通して、法令改正等の政策形成への技術的な判断材料を得ることも可能となる。 

 大学間での作業者情報一元化においては、被ばくデータ等の欠損を防ぐことができるようにな

る。また、管理業務の合理化と標準化が進み、管理者の負担軽減に寄与する。さらに、この一元

化は放射線作業者管理の基盤の構築にも繋がり、放射線行政への活用も期待される。 

 

1.2. 令和元年度の事業 

令和元年度の本事業は、以下の項目からなる。 

１）ネットワーク幹事校会議及び全体会議の開催 

２）大学等の放射線施設の連携・拠点化のためのワーキンググループの設置による課題の検討と

令和元年度安全規制研究重点テーマ案への協力 

３）放射線安全管理担当職員の安全技術向上および研究支援に資する高度な技術習得に向けた大

学間ネットワークによる実習プログラムの開発 

 ① 大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議の開催 

 ② 実習内容の公開 

③ 現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会の開催 

４）放射線安全管理を担当する若手教職員の資質向上のための支援 

５）放射線情報一元管理のためのアイソトープ総合センター連携ネットワークの構築 

 

事業の進捗については、PO及び PO補佐に定期的に報告を行い、助言及び確認を得た。また、幹

事校会議、全体会議には、POおよび PO補佐に参加いただき、的確な助言をいただいた。 

 

1.3. 本年度の事業メンバー 

 本年度の事業では、表 1.3-1 に示すメンバー構成で事業を実施した。 
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表 1.3-1. 参加研究機関（◯：ネットワーク代表機関） 

組織名 代表者名 専門分野 

◯大阪大学放射線科学基盤機構 篠原 厚 核化学・放射化学 

北海道大学アイソトープ総合センター 畠山鎮次 生化学 

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 渡部浩司 医工放射線情報学 

東京大学アイソトープ総合センター 秋光信佳 分子生物学・放射線生物学 

名古屋大学アイソトープ総合センター 柴田理尋 応用核物理学 

京都大学環境安全保健機構放射線管理部門・放射性同位元素総合

センター 

川本卓男 細胞生物学・生物工学・放射線安全管理

学 

九州大学アイソトープ統合安全管理センター 中島裕美子 応用昆虫科学, 遺伝進化学 

筑波大学アイソトープ環境動態研究センター放射線安全管理部 末木啓介 核・放射化学 

千葉大学アイソトープ実験施設 上原知也 放射性薬品化学 

東京医科歯科大学統合研究機構リサーチコアセンター 原 正幸 細胞生物学・放射線生物学 

東京工業大学放射線総合センター 富田 悟 放射線安全管理学 

新潟大学 研究推進機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門 泉川卓司 素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理 

金沢大学学際科学実験センター・トレーサー情報解析分野 柴 和弘 放射性医薬品学・放射線安全管理学 

神戸大学基盤研究センター 宮本昌明 細胞生物学、放射線生物学 

鳥取大学生命機能研究支援センター放射線応用科学部門 北 実 微生物学・放射線安全管理学 

岡山大学自然生命科学研究支援センター 寺東宏明 放射線化学・放射線生物学 

広島大学自然科学研究支援開発センターアイソトープ総合部門 中島 覚 放射化学 

徳島大学放射線総合センター 三好弘一 放射線化学・放射線管理学 

長崎大学先導生命科学研究支援センターアイソトープ実験施設 松田尚樹 放射線生物・防護学 

熊本大学生命資源研究・支援センター 古嶋昭博 放射線医学物理学、核医学 

鹿児島大学研究推進機構研究支援センターアイソトープ実験施設 仲谷英夫 地質学・地球環境変遷学・古生物学 

慶応義塾大学医学部 井上浩義 放射化学、放射線安全管理学 

横浜薬科大学薬学部 加藤真介 放射線生物学、放射線安全管理学 

静岡大学理学部附属放射科学教育研究推進センター 矢永誠人 放射化学 

近畿大学原子力研究所 山西弘城 環境放射線、放射線安全工学 

大阪府立大学研究推進機構放射線研究センター 松浦寛人 原子力工学、放射線安全管理学 

産業医科大学教育研究支援施設アイソトープ研究センター 馬田敏幸 細胞生物学 

 

1.4. 本年度の特徴的な事業の成果の概要 

 本年度の事業での具体的な成果は第 2 章で述べるが、本事業で得られた特徴的な事業成果につ

いて、以下に述べる。 

 

1.4.1. 本ネットワーク事業に参加した者の所属する大学等のリスト 

 平成 29 年度から実施している本事業で、「大学等に求められる放射線安全管理技術向上のた

めの教育プログラム開発検討会議」「現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等

の安全利用検討会を開催している。それらの会議では全国の大学から参加者を募っている。表

1.4-1 は、平成 29-令和元年度に本ネットワークで実施した全体会議又は大学等に求められる放

射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議若しくは現代の研究・教育・社会に

相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会に参加した参加者が所属する大学・研究機関を

まとめたものである。現在までに参加いただいた大学・研究機関は、85であり、今年度はこの内

16大学・研究機関の者が新たに参加いただいた。このように順調に本ネットワークによる放射線

安全管理者同士の横の繋がりが拡大かつ密接になっている。 
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表 1.4-1. 平成 29-令和元年度に本ネットワークで実施した全体会議又は大学等に求められる放

射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議又は現代の研究・教育・社会に相応

しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会に参加した参加者が所属する大学・研究機関 

大学・機関名 

北海道・東北 関東 中部 近畿 中四国 九州 

北海道大学 自治医科大学 新潟大学 三重大学 鳥取大学 産業医科大学 

北海道薬科大学 獨協医科大学 長岡科学技術大学 滋賀医科大学 島根大学 九州大学 

弘前大学 群馬大学 信州大学 京都大学 岡山大学 福岡大学 

岩手医科大学 筑波大学 金沢大学 京都工芸繊維大学 広島大学 佐賀大学 

東北大学 茨城大学 北陸大学 明治国際医療大学 広島国際大学 長崎大学 

東北医科薬科大学 茨城県立医療大学 福井大学 大阪大学 香川大学 熊本大学 

福島大学 埼玉医科大学 静岡大学 大阪府立大学 徳島大学 宮崎大学 

 千葉大学 浜松医科大学 近畿大学 愛媛大学 鹿児島大学 

 東京大学 名古屋大学 摂南大学 山口大学 琉球大学 

 東京医科歯科大学 基礎生物学研究所 神戸大学  九州シンクロトロ

ン光センター 

 東京工業大学 核融合科学研究所 兵庫医科大学  久留米大学 

 東京学芸大学 遺伝学研究所 神戸薬科大学   

 慶応義塾大学 岐阜大学 京都府立医科大学   

 北里大学 富山大学 関西医科大学   

 東邦大学 金沢医科大学 和歌山県立医科大

学 

  

 昭和大学 福井工業大学    

 日本大学     

 東海大学     

 神奈川大学     

 横浜薬科大学     

 高エネルギー加速

器研究機構 

    

 放射線医学総合研

究所 

    

 星薬科大学     

 J-PARCセンター     

 杏林大学     

 聖マリアンナ医科

大学 

    

 東京女子医科大学     
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1.4.2. 本年度より実施した新たな取組 

１）今年度より新たに慶応義塾大学、横浜薬科大学、静岡大学、近畿大学、大阪府立大学、産業

医科大学にネットワークに参画いただき、放射線利用及び安全管理等に係る課題解決のため

のワーキンググループにて課題を議論した。 

２）平成 29-30 年度に開催した分子イメージング技術利用推進検討会の位置づけを変更し、将来

的に増々利用拡大が期待されている放射線利用技術を使用しようとする研究者、技術者又は

放射線安全管理担当者に対して、利用者目線にたった実践的な安全利用方法を開発すること

を目的とした、講演と実習を組み合わせた検討会「現代の研究・教育・社会に相応しい放射

線・放射性核種等の安全利用検討会」を新たに立ち上げた。 

３）国内大学等の放射線施設の若手安全管理担当者の安全管理に関する意識と資質向上を目的と

して、大学等放射線施設協議会（以下、協議会という。）と連携し、協議会に所属する大学

施設等の３９才以下又は博士取得後８年未満の若手教職員若干名に対して、協議会が実施す

る令和元年度大学等における放射線安全管理研修会への参加旅費、宿泊費を支援した。 

 

1.4.3. 本年度の学会等での発表 

 本年度も様々な学会等で本ネットワークの取り組みを紹介、広報した。学会発表は以下の通り

である。 

 

学会発表（口頭発表） 

渡部浩司 「大学間ネットワークによる従事者管理の統一化」 

   第２回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会、仙台、令和元年 12 月 

 

渡部浩司 「大学・研究機関の放射線業務従事者情報の共有化と一元管理」 

     先端ネットワーク利用研究に関するワークショップ「ADVNET2019」、東京、 

令和元年 10 月 

 

吉村 崇 「女性の線量限度に関するアンケート調査結果」 

     大学等における放射線安全管理研修会、東京、令和元年 9 月 

 

吉村 崇 「阪大における放射線安全管理と規制に関する研究」 

     東北大学金属材料研究所教育訓練、仙台、令和元年 4 月 
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2. 令和元年度の実施内容及び成果 

2.1. ネットワーク幹事校会議および全体会議の開催  

 代表校である大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センターと、北海道大

学アイソトープ総合センター、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、東京大

学アイソトープ総合センター、名古屋大学アイソトープ総合センター、京都大学放射性同位元素

総合センター、九州大学アイソトープ統合安全管理センターの７大学が幹事校となり、計２７の

国公立私立大学で構成されたネットワークを中核として進めた。本年度は 4 回の幹事校会議を開

催した。 

２７大学は以下からなる。 

北海道大学、東北大学、筑波大学、千葉大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、 

新潟大学、金沢大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、岡山大学、鳥取大学、 

広島大学、徳島大学、九州大学、熊本大学、長崎大学、鹿児島大学、慶応義塾大学、 

横浜薬科大学、静岡大学、近畿大学、大阪府立大学、産業医科大学 

２７大学の教職員によるネットワーク全体会議を開催し、本ネットワークが行った事業の報告

と今後の方針を議論した。 

 

2.1.1. 第１回幹事校会議 

第１回幹事校会議の議事要旨を資料 1 に記す。本年度の事業進捗状況報告と本年度のスケジュ

ールについて確認された。また、各ワーキンググループの進捗状況と各ワーキンググループの今

後の進め方について議論した。 

 

2.1.2. 第 2回幹事校会議 

第 2 回幹事校会議の議事要旨を資料 2 に記す。今年度の事業進捗状況が報告された。大学等に

求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議又は現代の研究・教

育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会の開催に参加した参加者が所属する

大学・研究機関が今年度 16大学増加したことで、平成 29-令和元年度に本ネットワークで実施し

た事業に参加した大学・研究機関が 85 まで増加したことが報告された。大学・研究機関の放射

線業務従事者情報の共有化と一元管理について、パイロット版がオープンされることが報告され

た。実習プログラムの公開方法について議論した。 

 

2.1.3. 第 3回幹事校会議 

第 3 回幹事校会議の議事要旨を資料 3 に記す。今年度の事業進捗状況が報告された。特にワー

キンググループの進捗状況に基づいた今後の方向性が確認された。また、全体会議の内容の確認

を行った。 

 

2.1.4. 第 4回幹事校会議 

第 4 回幹事校会議の議事要旨を資料 4 に記す。研究評価委員会の評価結果及びコメントを受け

た研究推進委員会の指示に従い、次年度以降の事業を放射線業務従事者の一元管理に向けた取り
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組みに絞ること、そのため本事業の代表を篠原(阪大)から渡部(東北大)に交代することが確認さ

れた。次年度の計画について検討した。 

 

2.1.5. ネットワーク全体会議 

 ネットワーク全体会議は、令和 2年 1月に開催された。その議事要旨について、資料 5に示

す。本年度の事業についての進捗が報告された。従事者管理ネットワークについて、従事者証明

書の共通フォーマットの書式を提案し、従事者証明書発行のためのアプリの操作方法について説

明があった。この全体会議では、今後の方向性および次年度計画についても検討されたが、研究

評価委員会の評価結果及びコメントを受けた研究推進委員会の指示に従い、次年度以降の事業を

放射線業務従事者の一元管理に向けた取り組みに絞ることとされたため、資料 5に記された放射

線業務従事者の一元管理に向けた取り組み以外の事業は、次年度以降はこの事業としては、実施

しない。 

 

2.1.6. 成果 

 今年度の幹事校会議及び全体会議により、得られた成果を以下に示す。 

(1)幹事校会議及び全体会議は、計画通り実施した。幹事校会議にて本事業全体の進捗管理を行

うことで、事業を円滑に進めることができた。 

(2)放射線業務従事者の一元管理に向けた取り組みについては、2018 年度に検討した各大学の管

理項目が他大学のアイソトープ総合センター(以下，RI センターという。) と共通項目となる

か確認し，一元管理のための共通管理項目として提案した。 

(3)２つの教育に関係する事業を実施して、放射線安全取扱に関して最も重要なものの一つであ

る安全教育に関する教育資料を作成出来た。また、この教育に関する事業に各大学・研究機

関の安全管理担当者が参加し、参加者のメーリングリストを作成して情報交換を可能にした

ことなどにより、本ネットワークが 85 大学・研究機関にまで拡大できた。この教育に関する

事業（会議）においては、多数の放射線安全管理担当者が参加し互いに交流できるため、結

果的に放射線安全管理者同士の横の繋がりを生んでいる。こういった繋がりこそがネットワ

ークの基盤であり、ネットワークを有効に働かせるためには重要と思われる。 

(4)今年度作成したワーキンググループでは、放射線安全管理を行う上で直面している様々な具

体的課題を特定し、その解決に向けた方向性を提示することが出来た。ただし、研究評価委

員会の評価結果及びコメントを受けた研究推進委員会の指示から、次年度以降は放射線業務

従事者の一元管理に向けた取り組みに絞るとのことになったため、放射線業務従事者の一元

管理に関係するワーキンググループのみ継続する。 

(5)実習プログラム７件を今年度ホームページにて公開した。 

 

2.2 大学等の放射線施設の連携・拠点化のためのワーキンググループの設置による課題の検討と

令和 2年度安全規制研究重点テーマ案への協力 

2.2.1. ワーキンググループの設置 

日本学術会議提言「大学等における非密封放射性同位元素使用施設の拠点化について」将来的
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に非密封 RI 施設の拠点化、集約が必須との意見に呼応して、将来的に大学等の非密封放射線施

設の連携、拠点化のために課題となる事項を取り上げ、4 つの課題を設定した。それぞれの課題

について 27 大学の中から担当校を割り当て、ワーキンググループを設置した。各ワーキンググ

ループにおいて、会合を開催し、その課題について議論した。以下に本年度設定した 4 つのワー

キング・グループを示す。 

(1) 長期的視点にたった施設運営（施設維持方針）のアンケート調査研究 

(2) 管理区域の柔軟な運用のための調査研究 

(3) 放射線業務従事者管理方法に関するルール作成のための調査研究 

(4) 放射線教育 

それぞれのワーキンググループで検討された内容を資料 6〜9 に示す。ただし、次年度以降は

放射線業務従事者の一元管理に向けた取り組みに絞るとのことになったため、テーマ３以外につ

いては、次年度以降は本事業では実施しない。 

 

2.2.2. 令和元年度放射線安全規制研究戦略的推進事業における重点テーマ提案 

前項のワーキンググループでの意見をまとめ、２つの課題を提案した。 

(1) 管理区域の柔軟な運用のための調査研究 

(2) 新しい形態の放射線業務従事者に対する従事者管理方法、教育方法のあり方に関する研究 

これらの課題の内容については、原子力規制庁放射線安全規制研究推進事業の研究推進委員会

にて発表した。それを資料 10に示す。 

 

2.2.3. 成果 

本年度 4 つのワーキンググループを設置し、大学等の放射線施設の安全管理に関する課題や、

将来の非密封放射線施設の連携・拠点化に向けた課題に対して問題点を洗い出し、課題をまとめ

ることができた。放射線業務従事者管理方法に関するルール作成のための調査研究」以外は、今

後、本事業では扱わないが、いずれの課題も非常に重要なものであるため、課題の解決を粛々と

進めることとする。 
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2.3. 放射線安全管理担当職員の安全技術向上および研究支援に資する高度な技術習得に向けた

大学間ネットワークによる実習プログラムの開発 

放射線安全管理担当職員の安全技術向上および研究支援に資する高度な技術習得に向けた大学

間ネットワークによる実習プログラムの開発に向けて以下の事業を行った。 

 

2.3.1. 大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議 

2.3.1.1. 大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議の

開催 

令和元年 11 月 28、29 日の 2 日間、京都大学環境安全保健機構附属放射性同位元素総合セン

ター（本館）において、「大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム

開発検討会議」を開催した。参加者は全国国公私立大学および研究所から 35 名と本ネットワー

ク事業幹事校（北大、東北大、東大、名大、京大、阪大、九大）教職員である。会議は、京都大

学が開催校となり、幹事校７大学のセンター教員と協力して開催した。2 日間の日程及び講師・

スタッフは、表 2.3.1-1（検討会議日程）及び表 2.3.1-2 の通りである。本教育プログラム検討

会議では、大学等に求められる放射線安全管理技術向上のために、講義と実習をそれぞれ３つ実

施し、その検討を行った。 

 本教育プログラム検討会議の初日午前中は、はじめに本事業の趣旨説明を、大阪大学放射線科

学基盤機構の篠原厚機構長にしていただいた。次に特別講演として、原子力規制庁放射線規制部

門の谷本昌純氏に放射性同位元素等の規制に関する最近の動向のうち、特に立入検査の実施状況

および法令報告事項の一部改正についての講演をしていただいた。講義 I として、神戸大学理

事・副学長の小田啓二教授に「放射線防護に用いられる量と最近の動向について」のタイトルで

実用量の歴史的背景からはじまり現在の議論・課題および今後の対応に至る講義をしていただい

た。その後、講義 II として、京都大学放射性同位元素総合センターの戸崎充男准教授が「放射

線測定の基礎」として、次の実習プログラムにつながる測定器サーベイメータの実務で必要な基

礎の講義をおこなった。 

午後の実習の前に、京都大学放射性同位元素総合センターの放射線障害予防規程についての

管理区域立入前教育があった。今回は３つの実習プログラム（実習 I、II、II）を準備し、初日

の午後は 2 つの実習を行った。実習 I「放射線測定器の校正について」では、京都大学で行って

いる確認校正を体験し、さらにその後の実習プログラムで使用する GM サーベイメータの変換係

数（β線による計数率から放射能への変換）を決める測定実習をした。実習 II では、京都大学

の放射線取扱の実習（新規教育訓練）「非密封 RI の取扱に関する実習」で使用している教材を

もとに、実際管理者がこの教材を実際に実施（体験）しながら検証し、教育プログラムとしてよ

り充実した内容にするための検討を行った。この検討は翌日にグループごとに発表し全体で討論

をした。翌日の実習 III では、「非密封 RI による汚染発生時の対応技術研修及び検討」のタイ

トルで、実習 II の終わりに、模擬的に 3 種類の素材の汚染物を作成し、これらの汚染サンプル

をグループ間でシャッフルして、より現実的な汚染検査及び措置を経験するとともに、対処技術

の向上プログラムとなるべく研修討論を行った。また、2 日目の午後の講義 III において、「事

故事例 RI 施設の火災について」と題して、京都大学環境安全保健機構放射線部門長の高木郁二
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教授に講義（演習）をしていただいた。この講義では、京都大学で一昨年発生した RI 施設での

火災を題材にして、発生から鎮火、広報にいたる一連の時系列に沿って仮想的に RI 施設の火災

を追体験してもらい、各自でその都度何が重要で、どのように判断行動しなければならいかを演

習してもらった。最後に、実施した実習と講義をもとに、グループで発表して今後の教育及び訓

練実習への妥当性、適用性の検討を行った。 

本教育プログラム検討会議でおこなった実習資料を資料 11～13 に示す。本会議に先立ち、参

加者の所属機関における実習の実習テキスト等を収集した。 

また実習後には参加者にアンケート調査を行った。その結果を、資料 2.3.1に示した。 
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表 2.3.1-1. 検討会議の日程 

2019 年 11 月 28 日（木） 

時間  内 容 

8:30-9:00 受 付 

9:00-9:05 開会の挨拶 高木 郁二（京都大学 放射性同位元素総合センター長） 

9:05-9:15 
本事業の主旨説

明 
篠原 厚（大阪大学 放射線科学基盤機構長） 

9:15-9:25 スケジュール説明 

9:25-10:25 特別講演 

「放射線安全規制の最新動向について」 

谷本 昌純（原子力規制委員会原子力規制庁） 

座長：吉村 崇 (大阪大学) 

10:25-10:35 休 憩 

10:35-11:35 講義Ⅰ 

「放射線防護に用いられる量と最近の動向について」 

小田 啓二（神戸大学 理事・副学長） 

座長：柴田 理尋 (名古屋大学) 

11:35-11:40 休 憩 

11:40-12:30 講義Ⅱ 

「放射線測定の基礎」 

戸﨑 充男（京都大学 放射性同位元素総合センター） 

座長：渡部 浩司 (東北大学) 

12:30-13:30 昼 食 

13:30-14:00 
管理区域立入前

教育 
放射線障害予防規程 

14:00-14:20 
ガイダンス（実

習Ⅰ） 

実習Ⅰの概要説明 

戸﨑 充男（京都大学 放射性同位元素総合センター） 

14:20-15:20 実習Ⅰ 
「放射線測定器の校正について」 

京大 RI センター・幹事校教職員 

15:20-15:30 休 憩 

15:30-15:50 
ガイダンス（実

習Ⅱ） 

実習Ⅱの概要説明 

石塚 史彦（京都大学 放射性同位元素総合センター） 

15:50-17:30 実習Ⅱ 
「非密封 RI の取扱に関する実習」 

京大 RI センター・幹事校教職員 

18:00-20:00 情報交換会 会場：楽友会館 
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2019 年 11 月 29 日（金） 

時間 内 容 

8:30-9:00 受 付 

9:00-9:10 
ガ イ ダ ン ス

（実習Ⅲ） 

実習Ⅲの概要説明 

角山 雄一（京都大学 放射性同位元素総合センター） 

9:10-10:40 実習Ⅲ 
「非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修及び討論」 

京大 RI センター・幹事校教職員 

10:40-10:50 休 憩 

10:50-12:30 
実習のまとめ

と講評 

グループ発表と講評 

座長：中島裕美子 (九州大学) 

12:30-13:30 昼 食 

13:30-15:30 講義Ⅲ 

「事故事例 RI 施設の火災について」 

高木 郁二（京都大学 放射性同位元素総合センター長） 

座長：久下 裕司 (北海道大学) 

15:40-15:50 休 憩 

15:50-17:00 総合討論 
実習、講義内容に関するディベート 

座長：秋光信佳 (東京大学) 

17:00-17:15 
修了証授与・

閉会の挨拶 

高木 郁二 

（京都大学 放射性同位元素総合センター長） 
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表 2.3.1-2. 会議講師・スタッフ一覧 

 

講師・スタッフ 

 

講師   

 谷本 昌純 原子力規制庁放射線防護グループ放射線規制部門 

 篠原 厚 大阪大学放射線科学基盤機構 

 小田 啓二 神戸大学 

   

幹事校講師   

 久下 裕司 北海道大学アイソトープ総合センター 

 平田 雄一 北海道大学アイソトープ総合センター 

 吉井 勇治 北海道大学アイソトープ総合センター 

 渡部 浩司 東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 

 秋光 信佳 東京大学アイソトープ総合センター 

 柴田 理尋 名古屋大学アイソトープ総合センター 

 吉村 崇 大阪大学ラジオアイソトープ総合センター 

 中島 裕美子 九州大学アイソトープ統合安全管理センター 

   

スタッフ（開催校：京都大学環境安全保健機構附属放射性同位元素総合センター） 

 高木 郁二 センター長 

 川本 卓男  

 戸﨑 充男  

 角山 雄一  

 堀江 正信  

 藤本 裕之  

 石塚 史彦  

 垣下 典永  

 西本 敬史  

 渡部 正美  

 小林 正子  
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資料 2.3.1 アンケート結果 

今後の全国研修の在り方に関するアンケート（修了後） 

 

 

１．旅費補助について伺います。 

 

１−２．１で「かえって参加しにくい。」と回答された方に伺います。理由をお聞かせください。 回

答なし 

１−３．旅費補助について、ご意見がありましたら自由にお書きください。8 件の回答 

紅葉などの繁忙期を少しずらしての開催が良いかと思います。 

片道 2 時間以上もかかるのに大阪というだけで宿泊を認めないのは改善して欲しい。 

今の内容で十分です。 

補助が無いと研究費からの捻出となり、負担が大きいです。補助があって本当に助かりました。 

補助いただけることで上司から出張の許可を得やすくなりましたので、非常に助かりました。 

各当番大学内での詳細な補助の内規がわかるとありがたいです。 

旅費補助があると、参加が非常にしやすく助かります。 

補助があったからこそ参加できた面があります。 

 

1 
26 
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２．開催日数について伺います。

 

２−２．２で「もっと長い方が良い。」と回答された方に伺います。適切と思われる日数とその理由

をお書きください。1 件の回答 

放射線管理業務に直接役立つ内容について、より多くのことを学びたいから。 

 

 

 

３．実習と講演等との割合について伺います。 

 

1 

26 

1 

2 
24 

1 



 16 

３−２．「実習部分の割合を増やした方がよい。」または「講演等の割合を増やした方がよい。」と

回答された方に伺います。適切な割合をお書きください。3 件の回答 

座学は事前に WEB などでの受講を進め、実技などを中心とした実習が良いかと考えます。 

２日間開催で各午前午後で１題ずつの実習。あとは講義とディスカッションで良いと思います。 

実習：講演 ２：１ 

 

 

 

４．講演や講義について伺います。 

 

 関心が持てた ふつう 関心が持てなかった 

規制庁の特別講演「放射線安全規制の最新動向について」 22 5 0 

講義Ⅰ「放射線防護に用いられる量と最近の動向について」 24 3 0 

講義Ⅱ「放射線測定の基礎」 22 5 0 

講義Ⅲ「事故事例 RI 施設の火災について」 26 1 0 

 

 



 17 

４－２．講演や講義の内容の難易度について伺います。

 

 難しかった。 やや難しかっ

た。 

適

切 

やや簡単だっ

た。 

簡単すぎ

る。 

規制庁の特別講演「放射線安全規制の最新動

向について」 

2 3 19 3 0 

講義Ⅰ「放射線防護に用いられる量と最近の

動向について」 

6 11 10 0 0 

講義Ⅱ「放射線測定の基礎」 4 7 14 2 0 

講義Ⅲ「事故事例 RI 施設の火災について」 2 2 23 0 0 

 

 

４－３．講演や講義の時間について伺います。 

 

 長すぎる。 やや長い。 適切 やや短い。 短すぎる。 

規制庁の特別講演「放射線安全規制の最新動

向について」 

1 2 24 0 0 

講義Ⅰ「放射線防護に用いられる量と最近の

動向について」 

0 1 21 5 0 
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講義Ⅱ「放射線測定の基礎」 0 0 20 7 0 

講義Ⅲ「事故事例 RI 施設の火災について」 0 0 22 5 0 

 

４−４．今後希望する講演や講義のテーマがあれば、自由にお書きください。8 件の回答 

病院での事故事例 

内用療法などの核種および薬剤、あらゆる線源（α線、β線なども含む）に係る実習 

防護量を詳しく知りたい。予防規定の施設点検、自主点検など実習を交えて知りたい。 

RI 施設における緊急時を想定した訓練 

α核種取り扱い者・またその管理者に求められる特別なスキル等があれば教えていただきたいです。 

ＲＩ等を使った実際の研究についての講演や情報 

火災事例以外の事例に関する対応方法。主任者・放射線管理担当者・事務職員のそれぞれに求められ

る役割・責務について。 

福島の現状と、風評被害対策。RI 実験の現状（実験件数、頻度、実験施設等）。 

 

 

５．実習について伺います。 

 

 関心が持てた ふつう 関心が持てなかった 

実習Ⅰ「放射線測定器の校正について」 23 4 0 

実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実習」 19 8 0 

実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修」 23 4 0 
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５-2．実習内容の難易度について伺います。 

 

 難しかった。 やや難しかっ

た。 

適切 やや簡単だ

った。 

簡単すぎ

る。 

実習Ⅰ「放射線測定器の校正について」 3 5 19 0 0 

実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実習」 1 4 18 3 1 

実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の対応技

能研修」 

1 6 17 3 0 

 

５－３．実習時間について伺います。 

 

 長すぎる。 やや長い。 適切 やや短い。 短すぎる。 

実習Ⅰ「放射線測定器の校正について」 0 1 18 8 0 

実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実習」 0 1 21 5 0 

実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修」 0 1 19 6 1 
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５－４．実習で学んだ内容は今後の安全管理に有益だと思われましたか？ 

 

 有益だと思っ

た。 

どちらかとい

えば有益だと

思った。 

どちらかといえ

ば有益だと思わ

なかった。 

有益だと

思わなか

った。 

実習Ⅰ「放射線測定器の校正について」 22 5 0 0 

実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実習」 17 9 1 0 

実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修」 20 7 0 0 

 

５－５．類似した内容の実習をご自身の事業所で行ってみたいと思われましたか？

 

 思った。 どちらかといえ

ば思った。 

どちらかといえ

ば思わなかっ

た。 

思わなかった。 
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実習Ⅰ「放射線測定器の校正につい

て」 

10 8 7 2 

実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実

習」 

12 12 2 1 

実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の

対応技能研修」 

13 11 3 0 

 

５−６．５−５で「思った。」「どちらかといえば思った。」と回答された方に伺います。実際に実施

することを想定した場合に、実施の際に問題になりそうだと感じるところがあれば教えてください。

24 件の回答 

実習費用の確保、実習を担当できる教職員の育成、など 

教育できる人間があまりいない 

スタッフ、機材・器具、費用面で実施するには難しい 

管理区域に入る実習者の線量管理等を今後ポケット線量計など 1 次立ち入りでは難しいと学び、今後

の対応にも慎重になると考える。 

実際の汚染を作成するあたって、汚染の程度を事前に把握すること 

大学、院内に興味のある人が少ない可能性がある。対象を絞る必要がある。 

 必要な器材を用意するのは予算的に難しいと考える。 

事前準備、教員確保 

普段 RI を使用しない人が多い（学外施設の利用者が大半）なので、RI や機器等が揃っていない 

実習対象者によっては、非密封線源の取扱いや管理方法が難しいかと感じた。 

実施側のスタッフ不足と費用の捻出。 

手順書の作成と指導者の数が必要だと感じた。 

環境を見守るスタッフ（人数、技能の理解度が高い人）の確保。時間配分の調整。 

本事業所の実情に合わせた、効果的な研修のシステムの検討が難しそう。特に、実験室が広くないの

で。一度に大人数の対応が難しそう。 

実習のための準備にかかる時間、人的、物的コストがかなりかかってしまう 

実習を行う環境整備が大変だと思った。 

受講希望者に対する教員側の人数不足 

実習 I はちょっと難しくて自分ではできないと感じました。実習 II は自身で行っていますが、メスフ

ラスコは今どき使わないので遠沈管を使用しています。 

実習時間と指導スタッフの確保。受講生数に対応する器材の確保。 

実習Ⅲで使用されている核種を複数にした方がよいと感じました。 

放射線業務従事者登録の新規教育訓練として、問題なく実施できると思う。 

実習スペースの確保、指導者の養成 

指導者の不足 32P や実験器具の準備が難儀 

現状のユーザー層を考えると、今回感じ取れた意義を同じようにユーザーに実感してもらえるかに疑

問が残り、補足のような形でも「関心を持ってもらう」プロセスが必要になると思われる。 
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５−７．５−５で「思わなかった。」「どちらかといえば思わなかった。」と回答された方に伺いま

す。どのような点でそう思われましたか？改善したら良いと思う点などがありましたらご提案くださ

い。8 件の回答 

非密封を扱う対象者が少ない 

簡易校正ではなく、実校正が必要な事業所であるため 

小職の放射線施設にはチェッキングソースがないため、サーベイメーターの校正は不可能です。も

し、大きい事業所に応援して頂けるなら是非やりたいと思います。 

校正用の核種や道具の準備が必要なため。 

測定器の校正を自前で行うメリットがない。非密封 RI で 32P を用いる利用者がいないため、実際の

取り扱いの場面と乖離したことを実習でさせることになる。 

放射線管理業務に添った内容だと思うため。 

実習 1 はＲＩ管理者向けの実用的な内容と思うが、場所と線源が必要なため所属機関での実施は難し

いと感じた。 

実習担当者ではないのもありますが、校正に関しては、そこまでの台数がないこと。またすべての測

定器に校正が必要ではなさそうなこと。他すべてに言えますが、教員の数が足りないこと。 

 

５−８．実習Ⅰ「放射線測定器の校正について」に関しまして、気付いた点やご意見などございまし

たら、自由にお書きください。15 件の回答 

普段使用している機器の知らない所を知れて勉強になった。 

線量計の使用方法も、もう少し深く学びたい。 

多くの団体や研究会レベルで測定器の校正を行われているが、この方法に良い点と悪い点があれば知

りたい。 

全国に何カ所か、放射線測定器を校正できる「放射線場」が提供されると有り難いです。 

この実習で求めた値を別の実習に使用するのは、実習がうまく行かない場合共倒れになる。 

校正について、場合によっては線源に近づくことに抵抗がある人もいると思う。線源ではなくサーベ

イ側を動かす方が、操作者の被ばくが低減すると思う。 

精度の担保方法と今後の規制庁の対応がどうなるか興味がある。 

実務においても非常に参考になった。もう少し時間をとり、細かく教えていただければより勉強にな

ったように思う。 

実習の感想でも述べていましたが、放射線場を作るのに壁や床の距離が近すぎるなどの改善点をどの

ように工夫するかをもう少し具体的に聞ければと思いました。 

実演していただいて直接目で見ることができたので、直感的に理解することができました。 

大規模な事業所では一つの方法としてありだと思った。 

現在放射線管理室で保有している放射線測定器の数はそこまで多くないが、校正に際してその費用の

面も含めて考えなければならないと感じた。 

やはり規制庁からお墨付きをもらわないと安心できません。 
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実習Ⅰ-2 換算係数を算出する部分がうまくいかず、理解が進まなかった。模範的な測定値や算出し

た値、解釈なども資料配布して頂けると嬉しかったです。 

今後、放射線測定器の自主校正を行う場合に備えて、大変参考になった。 

５−９．実習Ⅱ「非密封 RI の取扱に関する実習」に関しまして、気付いた点やご意見などございまし

たら、自由にお書きください。11 件の回答 

非密封を取り扱う際にはテキストなどを持ち歩くのは煩わしく、先頭などまえにモニタなどで進行の

レクチャーする画面を掲示しても良いかと考える。 

テキストを事前にしっかり読み、手順を頭に入れておくべきだったと反省しています。 

基本的な部分にはなるが、色々な立場の人と班を組んでやることで、注意点や確認がよりしっかりと

行え、とてもよかった。 

記録などをするスペースが狭かった。 

3 人で行うときに何もしない方が出来てしまうのはもったいなかったと思いました。また、役割を交

換したりして行えればさらに学べたのではないかと思います。 

少々時間が足りなかったと思います。 

実際同様の実習をかなり前に行ったことがあったが、希釈するだけで何の意味があるのかと感じてい

た。しかし、今回改めて行ってみて、監督の先生方がいる中で作業をしていると汚染防止の観点から

注意点をいくつか指摘していただけた。教員側の数をきちんと確保した上で行うような実習であった

ことに改めて気付かされた。 

他の施設での、廃棄の記録方法などを知ることができ、勉強になりました。 

放射線業務従事者登録の新規教育訓練において、参考にしたい。 

ピペット操作に不慣れな場合、教える必要がある  

テキストを読んで想定した実習工程と比べると、グループ内で各々の「具体的な操作に対して何と表

現することを選ぶか」が所属施設に依存しがちで一致せず、「指示を出す」と「実際に操作を行う」

が噛み合わなかった。特に操作する側にテキストで発生が想定されていない細かい疑問が浮かんでし

まい、指示側でそれを解消しきることができなかった。やむを得ないことだとは思うが、実際に行わ

れる実習よりは簡略化された面が自分のグループには良い効果にはならなかった。 

５−１０．実習Ⅲ「非密封 RI による汚染発生時の対応技能研修」に関しまして、気付いた点やご意見

などございましたら、自由にお書きください。12 件の回答 

今後あらゆる災害も考えられるために、様々な対応をシミュレーションする実習講義が望まれる。 

実際に汚染が発生した際に、材質の違いが検出にも除染にも大きく影響することを再認識しました。 

実習Ⅱで汚染した RI が薄すぎて、探すのに苦労した。 

スミア法を用いた汚染対応実習について、以前に自分のところでもやったことがあり、いろいろな除

染方法によってどう違うかをみた。しかし、初学者では再現性をとるのが困難であり（おそらくふき

とり圧の問題）、最後にまとめた時にすっきりする結果が出たことはない。そのため、現在はその実

習をしていない。 

責任者や事務系の人も交えて、行いたい内容だと感じた。 

洗剤を使った除染までできたらさらに良かった。 
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最後の実習であったため、データの数値をまとめきることが出来ませんでした。傾向だけ把握するな

ら実習Ⅱと合わせて長い時間を取れたらより理解度を深められたと思います。 

汚染が微量で中々検出ができなかったので、汚染をもう少しした方がよろしいかと思います。 

実際には起こさないようにするべき事柄が起こってしまった場合の対処法を体験するのに良いと思っ

た。 

汚染の程度がかなり弱いものもあったりしてなかなか汚染箇所を見出すのが難しかった。実際の場面

で汚染検査をする際にもある程度時間をかけて行う必要があるように感じた。 

汚染発見時の処理において、参考にしたい。 

32P の量が少ないため、汚染が起こりにくいと誤認する可能性がある 

 

５−１１．今後希望する実習テーマがあれば、自由にお書きください。6 件の回答 

病院での事故事例に関する実習 

災害等に係るテーマとして、未知の線源を特定するなどの実習講義も良いかと考えます。 

規制庁、主任者、工事担当者などを演じ、変更承認申請書の模擬的な作成の流れを行うなど、より実

務に近い実習があるといいなと感じた。 

事業所の教育訓練の方法の実演や討論があると嬉しいです。 

汚染への対処に関して、粉体や様々な粘度の液体をこぼしたときの対処について、知識としては一応

は分かっているものの、一度模範的な正しい動きを、演示やコールド実験でも良いので、体験してお

きたいです。 

複数の核種を使用した比較など 

 

 

６．「実習のまとめと講評（グループ発表と講評）」について伺います。時間はいかがでしたでしょ

うか？ 

 

 

1 

6 
20 
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６-2．「実習のまとめと講評（グループ発表と講評）」について伺います。内容はいかがでしたで

しょうか？

 

 

６−３．「実習のまとめと講評（グループ発表と講評）」について、ご意見や気付いた点等あれば自

由にお書きください。8 件の回答 

スライドを作って発表する形式は良かったと思います。 

可能であれば 1 グループの人数を減らしたほうが良い。一部の人だけにスライドづくりや発表が偏り

やすいため 

発表までの準備が少し足りなかったので、1 日目の終了時や 2 日目の最初の段階などで、自分の役割

を教えてもらえているとよりしっかりと話し合いができたかなと思う。 

短い時間で資料を作るのは困難であると思います。また、隣の方とは実習で話をして少し打ち解けら

れるとは思いますが、他の席の遠い方々とは会話できていないので、時間をもう少しとっていただい

て会話する時間が増えればもっといい講評が出たのではないかと思います。 また、持ち物に資料を

作成するかもしれないからパソコンを持ってきてと一言書いていただいてもいいのかなと思いまし

た。 

他の事業所の方の意見を伺うことができ、大変有意義でした。 

データをとりまとめる時間も、もう少し確保できていると良かった 

実習の結果に対する考察に時間をかけてほしかった。実習内容について発表するのか、実際自分の組

織で実習する利点や問題点を発表するのか、統一してあるほうが良いと思った。 

グループ発表を想定する研修としては所要時間が短く、あの時間内だと必然的に似たり寄ったりのま

とめをせざるを得ない面があり、新しい観点の発見の機会等にはつながらないのではと思いました。

あの程度の発表でよいという想定であれば構わないのですが、グループ発表形式にする意義を深める

という意味では日程を 1 日増やしてでも時間を確保してもいいのかもしれないと感じます。 

 

 

7 

10 

10 
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７．「総合討論（実習、講義内容に関するディベート）」について伺います。時間はいかがでしたで

しょうか？ 

 

７－２．「総合討論（実習、講義内容に関するディベート）」について伺います。内容はいかがでし

たでしょうか？ 

 

 

７−３．「総合討論（実習、講義内容に関するディベート）」について、ご意見や気付いた点等あれ

ば自由にお書きください。6 件の回答 

加速器等を扱う施設では、別で教育訓練を行っていると伺えた。当方で網羅できない内容のため、大

変安心した。 

ディベートとあったのでもっと参加者間で意見を出し合う感じかと思ったが、挙手して発現してまと

めてという感じだったので、思った感じとは違った。しかし、内容としては興味深いことも多かった

ので、それは良かったです。 

5 

13 

9 
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内容的に議長の方と一問一答形式になっていたので、近くの方々と話をする時間を少しいただいてか

らまとまった内容を討論するとよりよい時間になったのではないかと思います。 

他の会議室で少人数でディベートできるとより活発に意見交換ができると思いました。 

個別の事情に応じた対応を迫られることが多いことが分かった。 

他大学での施設や教職員の状況を知ることができ、有意義でした。 

 

 

 

全体を通して 

 

1．放射線安全管理担当者としてご自身の事業所の管理をする上で，ご自身（あるいは同僚の管理

者）に不足している（あるいは不十分）と感じている技術はありますか？ 

 

 

１−２．１で「ある」と答え方に伺います。どのような技術ですか？また、不足技術を向上させるた

めにどのような実習があればよいと思いますか？ 22 件の回答 

安全管理全般。勉強不足だと感じることが実習の意義だと思いました。 

ガンマカウンター、ゲルマニウム半導体検出器の測定・管理 

排気、排水に関する評価 

放射線管理に関する多くの関係法令があり、内容が多く、全ては理解しきれていないので、関係する

法令の通知等に対しての対応について講義をあればよいと思いました。 

ＲＩで汚染された機器（ＨＰＬＣ等）の除染について力不足を感じています。実習については思いつ

きませんが、他の事業所での例があれば教えて頂きたいと思います。 

緊急時対応 緊急時に備えるための訓練方法や施設の準備および準備状況の点検 

計測や除染 

教育訓練の質（本プログラムでコンテンツなどを作成・提供していただけると助かります） 

4 
23 
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事故・災害時の対応に関しては全く経験がないので、短時間に的確な対処ができるような実習があれ

ば助かります。 

基本的に一人で管理しているので、自分のやっていることが正しいかどうかをいつも考えながら行動

している。なので班になって、何か作業したり事務的な手続きをデモとして行うような実習をして、

それを班内で考えたり、助言いただけるといい。 

管理に費やす時間が短いため、多施設共通で使用できる管理チェック表などが作成されると良い。 

経験が浅い人のために理解を深めてもらう技術。簡単な内容からの資料やわかりやすいな実習があれ

ばと思います。 

私は第 1 種放射線取扱主任者を持っており、今後は主任者代理の役割を担うことになります。その中

で問われている危険時における対応や法律的な知識・技術が不足しています。また最新の知見等を知

りたいとも考えています。そのようなことを学べるような実習(例えば緊急時の対応を避難訓練のよ

うに実際に体を動かして行ってみるなど)があると、良いかと思います。 

非密封 RI を使用した研究を普段行わないので、特に、事故等の想定が自分では難しい。事故事例を

ベースとした実習があるとありがたい。 

使用核種や発生装置に応じた、放射線を測る最適な方法。 

本格的に管理を始めてまだあまり経っていないのもあるが、実際に汚染が起きた時にどのように対処

すればいいのか、ノウハウを教えていただけるとありがたい。 

簡単には思い浮かびません。 

知識としては分かってはいるつもりでも、実務としてはなかなか使う機会のない技術に関して、いざ

という時に問題なく対応できるか不安です。人体への汚染や大規模汚染など。実習や訓練としてもな

かなかできない点だとは思います。 

放射線安全管理業務の初心者が、一通りの業務を学べる実習。 

そもそもの知識、及び法規制に関する知識。及び技術。 

管理測定技術 汚染除去  今回の実習は大変勉強になりました。汚染除去についての実習を受けて

みたいです。 

自分の施設のユーザーの規模が小さくなっており、人を集めて実習を行う意義が薄い（個別にユーザ

ー専用の実習相当をセッティング、管理側が一定期間同伴する方が合理的）ため実験や実習の操作に

対する経験が自分には不足しており、補うための機会にも乏しいです。過去に行っていた実習は「頻

出の研究手法に合わせた実習」であったことを確認していますが、ユーザー層に合わせた専門性を重

視する実習よりも汎用性を重視する（研究を考慮しない液体シンチレーションの測定の過程を体験す

る等）実習があればと感じます。ただ、現状のユーザーの規模ではその実習を用意するコストが到底

見合わないため実習以外の手段で補うことが先に起こりそうです。 
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２．今後のこととして、近隣の大学で教育訓練を受講できるようにするなど、地域の拠点となるよう

な体制を整備することなどが現在検討されております。このような拠点が整備された場合、現在所属

されている機関において、拠点を利用する可能性はございますか？  

 

 

３．各機関において今後取り入れると良い。あるいは、取り入れて欲しい。と思う講義や実習などが

あれば、具体的にその内容をお書き下さい。7 件の回答 

今回の線源だけでなく、他の核種を使用した実習。各施設ではどの核種が使用されているかなど、ま

た汚染時でのノウハウなども施設ごとに行われていることなど多く知りたい。 

新規の教育訓練が法改正で事業所に任される部分が大きくなったが、単に時間が短縮されただけの感

もある。事業所の規模や取り扱っている核種や機器等に応じた「モデル」があれば、参考になると思

うので、その辺を勉強したいと思います。 

防災訓練 

取り扱い者で、RI に関する基礎的な知識が不足(例えば放射線の種類など)している人が多いので、何

かしらの方法で教育を強化する方法の検討があっても良いと思います。 

放射光のみ利用する人のための講義など 

あまり放射線について、知識が少ない人向けの講演会などを別で開催してみてはどうでしょうか。 

また、火災事故だけでなく、自然災害、放射能漏れ等の事故・事件が発生した際の対応方法の検討会

があってもいいかと思います。 

放射線の減衰や遮蔽について 

 

４．その他、全体を通じてお気付きの点などございましたら、ご自由にお書きください。6 件の回

答 

もっと国公立や私立関係なく、このような交流が深まる場を提供して頂けると幸いです。 

勉強不足な面が多くありましたが、非常に有益な講義で勉強になりました。ありがとうございまし

た。 

5 

7 

1 
14 
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今回は色々とお世話になりました。とても勉強になりました。自己研鑽としてチャンスがあれば、ま

た参加できればと思います。当番校の先生方に於かれましては、大変なご負担であったかと存じま

す。本当に有難うございました。 

とても勉強になりました。大変お世話になりました。様々な分野の方が参加していたので、その中で

交流ができたのは非常に良かったです。今回学んだことを自分の中でとどめておくのではなく、様々

な場で還元できれば良いと思います。ありがとうございました。 

有意義な内容の実習と講義を拝聴させていただき大変貴重なお時間をいただきありがとうございまし

た。またよろしくお願いいたします。 

大変有意義な研修に参加させて頂きありがとうございました。ぜひともまた参加させて頂きたいと思

っております。今後とも宜しくお願いいたします。 
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2.3.2 実習内容の公開 

平成 29 年度−今年度までの大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラ

ム開発検討会議を開催した３つの大学が実習内容をまとめたファイルを作成した。この資料には、

教育を実施する者が参考になるように、実習準備マニュアルも作成している。これらを資料 14〜

18 に示す。これらの資料については、本事業のホームページ (http://www.rirc.osaka-

u.ac.jp/daigakuRI_network/index.html)にて公開している。また、今後、国立大学アイソトー

プ総合センター会議のホームページ(http://ricenters.umin.jp)からも閲覧できるようにする予

定である。 

 

 

2.3.3.現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会の開催 

 金沢大学において、教育・実習に関する検討会を開催した。以下にまとめを記す。 

 

現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会まとめ 

本検討会（教育プログラム）は令和元年 9 月 19 日（木）、20 日（金）の 2 日間に渡り、金沢

大学 学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設で実施された。参加者は 11 名（内 1

名は自費参加）であった（参加者名簿参照）。実施内容については、日程表どおりに実施した。 

第 1 日目の午前中は学外者が金沢大学で動物実験及び RI 実験が行えるために実験動物研究施

設長の大黒多希子教授により動物実験基礎講習およびアイソトープ総合研究施設長の柴 和弘教

授により教育訓練（放射線障害予防規程等）を実施した。また、アイソトープ総合研究施設のス

タッフによる実習「マウスを用いた脳内ドパミントランスポーター(DAT)の SPECT/CT 撮像」

の説明と施設見学を行った。午後からは、管理区域内の動物実験室で、生理食塩水を使ってマウ

ス尾静脈投の練習を全員が行い、動物実験で汚染頻度の高い動物への RI 投与時の汚染防止及び

被ばくを軽減するための注意点を学んだ。その後、2 班に分かれて、第 1 班の代表者が[123I]イオ

フルパン（ドパミントランスポーター(DAT)イメージング剤）注射液を調製し、それをマウス尾

静脈に投与した。マウスをイソフルランで麻酔し、SPECT/CT 装置のベッドの固定し、投与後

30 分から撮像を開始し、15 分間×2 回のマウス脳の撮像を行った（コントロールマウス）。次

に、第 2 班の代表者がＤＡＴ阻害剤を加えた[123I]イオフルパン注射液を調製後、上記と同様に

撮像を行った（阻害マウス）。それぞれの撮像収集データは再構成するための条件を設定し、再

構成を実施した。ここでは、RI を投与したマウスの取り扱い方法、マウスの SPECT/CT 装置へ

の装着方法、SPECT/CT 装置の操作方法と再構成方法及び、撮像後のマウス処理、RI 廃棄物処

理等について実習を行い、SPECT/CT 実験の撮像方法を学ぶとともに、本実験での汚染及び被

ばくを防ぐ方法について学んだ。 

第 2 日目は SPECT/CT 撮像データの再構成画像をフリーの画像解析ソフト(AMIDE)を用い

て、マウス脳の X 線 CT と SPECT の重ね合わせ画像を作成し（図 2.3.3-1）、脳の線条体と小

脳の RI 集積を比較することにより、線条体のドパミン神経系の状態を調べることが出来ること

を学んだ（表 2.3.3-1）。 
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次に、「短寿命α核種によるがん治療」という演題で金沢大学医薬保健研究域医学系の絹谷清

剛教授の特別講演が行われた。絹谷教授は金沢大学の核医学診療科の教授で、日本の放射性核種

による核医学治療の中心的存在であり、最近話題の短寿命α核種を含むがん治療を中心に最新の

核医学治療について講演していただいた。 

最後に、本検討会（教育プログラム）のまとめとして総合討論を行い、RI を用いた分子イメ

ージングの実験方法及び実験中の汚染防止方法や被ばくを抑える方法について、意見交換を行っ

た。また、参加者には４つのテーマに関する報告書（①参加を申請した理由、学内の事情、②学

内の所属責任者に報告する本検討会の説明内容等、③検討会に参加したことによる効果、④本検

討会に対する意見及び開催してほしいテーマ）を提出してもらった。その結果のまとめを表

2.3.3-2 に示す。 

 

 

図 2.3.3-1. [123I]イオフルパン（DATイメージング剤）の脳内画像 

  

Control: [
123

I]イオフルパン 

Inhibitor: [
123

I]DAT + Inhibitor 

Striatum 
Cerebellum 

Striatum 

Cerebellum 
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表 2.3.3-1. DAT阻害剤による[123I]イオフルパンの脳内 DAT集積の阻害効果 

 ROI Mean Striatum/Cerebellum 

Control 
Striatum 18.3 

6.98 
Cerebellum 2.6 

Inhibitor 
Striatum 5.2 

1.22 
Cerebellum 4.3 

 

表 2.3.3-2．参加者の報告書まとめ 

1) 参加を申請した理由、学内の事情（今回の安全利用検討会のテーマについての学内での状

況等）について記載して下さい。 

 動物用 PET 装置が今年度内にオープン化されており、アイソトープ総合センターに関連す

る教職員以外の新規利用者に対する教育や安全管理について学ぶため。 

 In vivo 動物実験の利用の要望があるが、知識や経験が無い。そこで、本検討会を知り、

動物を扱った RI 実験を行うための管理や留意点など、様々な観点から「現場で必要な情

報」を得るために参加した。 

 放射線医薬品を用いた実験に関わる安全利用検討に興味があったため。 

 学内の教育研究及び教育研究における安全管理の向上に直接役立てる目的で参加した。 

 新しい RI施設では短寿命核種を使用した動物実験も行われているため，現場での実験手順

等を実習し，その経験を放射線管理に生かすことを目的として，本検討会に参加した。 

 RI を用いたイメージング技術は生体材料の今後の発展に必要不可欠な技術であり、基礎か

ら実習まで体系的に技術を習得したいため。 

 主任者として、実験技術や安全管理技術の維持・継承の面で普段からやや不安を解消する

ため参加した。 

 他部署や企業からの共同研究の申し込みが増加しており、安全で効果的なイメージング方

法について学ぶために参加した。 

 使用人数が激減した RI施設を如何に活用すべきかを探すヒントが得られるのではないかと

考えて今回参加した。 

 放射線を利用した最新の技術などを実習形式で学びたいと考え参加した。 

2) 学内の所属責任者に報告する本検討会の説明内容等について記載して下さい。 

 実践的なイメージング技術のみならず、近年、そしてこれからの放射線利用のトピックに

係る講義も拝聴することができた、情報収集の多い研修会となった。 

 実習内容は検討会テキストに非常にわかりやすくまとめられており、今後の当施設の動物

用 PET装置のマニュアル作成の参考にしたい。 
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 国立大学での動物実験への取り組みや有する設備の情報。 また大学教員などの人材（＝

人財）による叡智において実施される既存の研究および今後の可能性についても報告致し

ました。 

 金沢大学学祭科学実験センターアイソトープ総合研究施設の設備見学して管理区域の厳し

いセキュリティ、入退出記録管理、充実した廃棄設備について見学したこと。 

 動物実験の倫理や動物実験をとりまく法律や指針について学んだこと。 

 動物実験及び RI の安全規定については、各大学で共通する内容が多く、これらの内容に

ついては報告した。特に、教育プログラムの資料は、後で見るだけでも再現できるように

内容が洗練されており、非常に参考になった。 

3) 効果(今回の検討会において、放射線利用に関する安全利用技術について、利用者及び安

全管理担当者の資質の向上に繋がった点を記載してください) 

 動物用 PET/SPECT 装置を持つ施設と意見交換をすることができ、今後安全管理や装置の運

用方法などで、困ったときに相談できる人が増えたことが大きな収穫の一つである。（マ

ニュアル作成や、新規利用者向けの講習など） 

 放射線従事者ならびに管理区域の管理体制が合理的であり、今後の管理体制の改善のため

の参考になった。また、安全管理担当者と情報を共有できた。 

 放射線医薬品を用いた実験の際に配慮すべき、適切な被曝防護対策や取り扱いついて再確

認することができた。当院には全身用半導体 SPECT/CT 装置があるため、将来的な

Theranosticsへ貢献するため、自施設の装置検証を続けていきたいと感じた。 

 教わる立場で SPECT撮像実験を一通り体験できたことで、RI投与、RI動物撮像における被

ばく防護、安全利用上の注意事項を参考にでき、今後の指導や学生実習時、より適切な安

全管理指導のために活用できる。 

 動物実験の特殊性については，「生き物」であることから投与(静注)の失敗や排尿による

汚染への配慮や，脱走への配慮等が重要であることがわかった。こういった知識は初心者

への教育訓練においても役立つものと考える。 

 RI 動物実験を行ったことにより、短半減期 RI を使用することによる時間的制約の中での

被ばく防護、安全管理、安全利用技術が向上した。 

 RI 動物実験の流れや被ばく低減化のための実験方法や安全管理方法について学んだ。異な

る専門領域の多くの方々と知り合い意見交換を行えたことは貴重な経験でした。 

 尾静脈からの RI 投与および SPECT/CT の撮像について、本学施設との違いを見ることで双

方のメリット・デメリットを検討することができた。 

 RI 施設利用活性化のためにどのような方策をとって行くべきか考える上で、参考にしてい

きたい。 

 短半減期 RIを使用する上での効率的な作業手順や安全取扱など、管理担当者としても利用

者としても資質の向上に繋がるような知識や技術を得ることができた。 

4) 本検討会に対する意見及び新しい放射線利用に関する安全利用技術の利用及び安全管理技

術について、本検討会で開催してほしいテーマについて、記載して下さい 
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 短寿命α核種によるイメージングの実習について 

 （特に安全管理、安全取扱法についての講演を聞いてみたいです。） 

 RIの新しい利用法を学び、新しい RI利用技術を提供することによりの RI施設の発展に繋

げたい。 

 放射線に薬品の薬学的な視点からの体内での挙動についても興味がある。 

 短寿命α核種の利用に関する防護の考え方について 

 加速器の放射線管理。また，これは RI 規制法からは外れるかもしれないが， エックス線

装置，放射光，核燃料物質・国際規制物資等の管理技術について 

 治療や診断目的に使用される標識化合物の標識方法について 

 放射線を利用した他の測定技術（例えばガンマカウンターやオートラジオグラフィーでの

測定）についても、安全かつ効果的な実施方法について学びたい。 

 炭素 14 を用いた年代測定などを行ってみたい。また、細胞に様々な強度の放射線をあて

て、染色体の変化を観るような実験なども興味深いところである。 
 
検討会のまとめと今後について 

・実際にいろいろな RI 実験の作業手順を体験することは、管理者側にとっても、被ばく防護法

や安全取扱の工夫や安全管理方法の向上に役立つとともに、今後の改善点のヒントになると

考えられる。 

・今後、RI 実験技術の伝承が途切れた多くの研究分野の研究室の研究者に既存の RI 実験法及び

新規 RI 実験法を RI 施設が研究者に技術提供していくことは、RI 施設の充実及び施設安全

管理の向上に重要である。 

・RI 施設の充実を図るため、RI 施設は安全管理技術とともに利用者のニーズに応えるいろいろ

な RI 実験技術を習得することが，今後重要となると考えられる。また、参加者のネットワ

ークを通じ、いろいろな RI 実験技術が共有できる可能性がある。 

・RI 利用が減少する中、本検討会は新しい RI 実験技術の体験を通して RI 利用の拡大に繋げ RI

施設の充実に貢献出来る。RI 施設の充実が予算獲得に繋がり、施設安全管理の向上に繋が

る。 

・今後、必要な既存及び新規 RI 実験法を調べ、その実験法をテーマにした検討会を開催し、RI

施設の活性化並びに RI 安全管理に貢献する。 
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表 2.3.3-3 現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会 

講師・スタッフ一覧 

 

講師・スタッフ 

 

講師 

 絹谷 清剛  金沢大学医薬保健研究域医学系 

 大黒多希子  金沢大学学際科学実験センター・実験動物研究施設 

 

実習講師 

 久下 裕司  北海道大学アイソトープ総合センター 

 渡部 浩司  東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター 

 上原 知也  千葉大学大学院薬学研究院 

 西  弘大  長崎大学原爆後障害医療研究所 

 澁谷 孝行  金沢大学医薬保健研究域保健学系 

 

スタッフ 

 柴  和弘  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 

 北村 陽二  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 

 小阪 孝史  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 

 三崎 勝夫  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 

 松永 恵子  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 

 中島美由紀  金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設 
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表 2.3.3-4 現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会 

プログラム 

 

期間：令和元年 9月 19（木）,20日（金） 2日間 

場所：金沢大学 学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設  

 

9月 19日（木） 

時間 形式 内容 担当者 場所 

9:00-9:25 受付    

9:25-9:30 挨拶  
学際科学実験センター長 

大黒 多希子 

会議室 

（1階） 

9:30-10:00 講義 動物実験教育訓練 
実験動物研究施設長 

大黒 多希子 

会議室 

  （1階） 

10:00-10:30 講義 放射線障害予防規程 
RI総合研究施設長 

柴 和弘 

会議室 

（1階） 

10:30-10:40 休憩    

10:40-12:00 講義 実習説明と施設見学 

RI総合研究施設  

北村陽二 

小阪孝史 

会議室 

（1階） 

12:00-13:00 休憩    

13:00-14:00 実習 1 
動物実験練習 

（投与法） 

RI総合研究施設 

北村陽二 

小阪孝史 

小動物実験室

(516) 

14:00-18:00 実習 2 
RI 投与、麻酔、SPECT 撮

像・再構成 

RI総合研究施設 

小阪孝史 

北村陽二 

動物ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ

室(512) 

18:30-20:00  情報交換会  ジョーハウス 

 

9月 20日（金） 

9:00-10:45 実習 3 SPECT画像解析実習 

RI総合研究施設 

小阪孝史 

北村陽二 

会議室 

（1階） 

10:45-11:00 休憩    

11:00-12:00 講義 

特別講演 

「短寿命α核種によるが

ん治療」 

医薬保健研究域医学系教

授 

絹谷清剛 

会議室 

（1階） 

12:00-12:30  総合討論・検討会 柴 和弘、全講師 
会議室 

（1階） 

     

 

実習書、特別講演資料、動物実験講習資料、教育訓練（放射線障害予防規程）資料は省略する。 
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2.4. 放射線安全管理を担当する若手教職員の資質向上のための支援 

国内大学等の放射線施設の若手（39歳以下または博士取得後 8年未満）の安全管理担当者の安

全管理に関する意識と資質向上を目的として、大学等放射線施設協議会と連携して、研修等への

参加に関する学内措置が限られている、予算措置が必ずしも十分ではないという者に対して、大

学等放射線施設協議会が開催する放射線安全管理研修会（全国研修）の参加について、旅費およ

び宿泊費の支援を行った。 

この研修会では、原子力規制庁による放射線管理に係る最近の動向に関する講演、筑波大学に

おける環境放射能研究の講演、及び眼の水晶体の線量限度引き下げに関する検討内容の講演があ

った。また、協議会の企画として、予防規程改定に関する情報及び意見交換、少量核燃料物質の

合理的な安全管理に関する話題、原子力安全研究協会による特殊健康診断に関するアンケート調

査の結果報告、女性の線量限度に関するアンケート調査の結果報告があり、放射線安全管理に携

わる者にとって有益な情報が得られるものであった。 

旅費及び宿泊費の支援を受けた者は 4 名であった。この者には、当研修に参加した結果が自施

設あるいは学内においてどのように機能したか（申請書に書かれた内容。自施設及び自機関にお

ける展開等）についての報告書（A4、2 頁程度）を提出して頂いた。そのまとめを資料 19 に示

す。 

 

2.5. 放射線情報一元管理のためのアイソトープ総合センター連携ネットワークの構築 

2.5.1. ソフトウエアの開発 

2017-2018年度に構築した国立大学アイソトープ総合センター会議参加校である 21大学を結ぶ

仮想イントラネット(以下，UMRIC-L2という。) 上で，2018年度に検討した連携ネットワークの

仕様策定を参考に，放射線情報の一元管理を行うシステムの開発を行った。 

 本システムは UMRIC-L2 上に立てた従事者情報管理サーバ(次項目の「2.5.2 ホスト PC の設置

と接続連携」を参照)で動作し，各大学からセキュアにアクセス可能である。動作の流れとして

は，(1)派遣元の大学が，派遣される者の個人情報をシステムにアップロードし，派遣先の大学

を指定する。(2)派遣先の大学はその情報を確認し，派遣(受け入れ)を承認する。(3)承認の情報

は本サーバ上で派遣元と派遣先の大学で共有され，派遣先大学では，必要に応じて，派遣される

者の「放射線業務従事証明書」を PDF で得ることが可能となっている。本年度は，システムの開

発を行い，動作を確認した。開発したシステムの詳細については資料 20を参照。 

 

2.5.2. ホスト PCの設置と接続連携  

東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンターの放射線管理室にホスト PC を設置し，

このホスト PC を通して各大学アイソトープ総合センターと SINET5 で接続して連携を行った。 

本ホスト PC 上に複数の VM(Virtual Machine)を立て，「2.5.1 ソフトウエアの開発」で述べた

個人情報管理サーバ，ネットワーク管理サーバの運用を開始した。 

 

2.5.3. 共通管理項目の決定 

2018 年度に検討した各大学の管理項目が他大学のアイソトープ総合センター(以下，RI センタ
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ーという。) と共通項目となるか確認し，一元管理のための共通管理項目として提案を行った。 

 21 大学の RI センターの様式を収集し解析を行い，これに基づき共通管理項目の提案を行った。

詳細は資料 21 を参照。 

 

2.5.4 関連情報の共有 

各大学の放射線管理業務に関わる情報(予防規程，放射線教育用マテリアル，各種申請書，放

射線管理帳簿など)を UMRIC-L2 上で共有し，相互運用を図る仕組みを構築した。 

 UMRIC-L2 上にネットワークストレージを接続し，各大学の端末からアクセスできるように

した。このストレージに大学ごとのフォルダを作成し(図 2.5-1)，ファイルのアップロドード/ダ

ウンロードができるようにした。共有されている関連情報の例は、図 2.5-2 に示すとおりであり、

教育訓練のビデオ教材が格納されており，各大学の端末から利用できるようになっている。 

 

図 2.5-1. 関連情報共有のためのネットワークストレージのフォルダ構造 

 

 

図 2.5-2. 共有されている関連情報の例 
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2.5.5 利用事業所の拡大 

本ネットワークの利用拡大を進めるため，UMRIC-L2に新たに接続する事業所について検討を行

った。利用者の多い大型加速器施設(SPring-8，KEK 等)を中心に，現在調整中である。また国内

のネットワーク管理者によるワークショップ「先端ネットワーク利用に関するワークショップ

(ADVNET)」で本事業の紹介を行い[1]、ワークショップ参加者からネットワークを拡大するため

の技術的なアドバイスを得た。 

 

2.5.6 成果 

本事業の取り組みについて，学会において発表を行った[2]。寄せられたコメントには次のも

のがあった;  

「共同利用施設に従事者を派遣する場合，ＲＩ法の責任は共同利用施設側，電離則の責任は所

属機関となる。従事者が他機関へ異動する場合は，両方の法律の責任が旧所属機関から新所属

機関に移ることになる。2 つの場合は似ているが証明書に記載すべき最低限の情報は若干異な

るので，それぞれについて項目を検討する必要がある」 

「今回提案された共通項目は各機関の現状を踏まえた最大公約数的なものとしているが，国際

的な取り組みとの整合性を確保し，本来あるべきものとすべきである。IAEAは，雇用者と，施

設管理者との間で密接な連携を取ることを要求している[3]」 

この 2 つのコメントは，本プロジェクトの目的である「従事者証明書の統一化」のためには施設

(派遣先)の責任と派遣される者の所属元の責任をＲＩ規制法のみならず電離則の視点も含めて見

直すこと，また派遣先と所属元の連携を確立することが重要であることを示唆しており，これら

について，次年度以降，議論を深めてゆく予定である。 

 

2.5.7 今後の予定 

(1) 大学以外の機関との連携 

大学からの利用者が多い放射光施設・大型加速器施設のような共同利用機関(例: SPring-8, 

KEK等)との連携を推進する。共同利用機関2施設について専用ネットワークUMRIC-L2への接続，

システムの利用実験を行う。 

 (2) シンポジウムの開催 

これまで WG を中心に行なってきた，運用状況調査及び共通管理項目(様式)の検討を，全国の

大学及び共同利用機関に広げる。WGでの議論をふまえ，関連学協会におけるシンポジウムを開催

し，広く意見を集めるとともに，大学・研究機関の放射線業務従事者情報の共有化と一元管理に

ついて共通理解の形成を目指す。 

主な検討項目(予定) 

・放射線業務従事者証明の共通項目(様式)について 

・業務従事者情報共有化のためのシステムについて 

・個人情報の扱いについて 

・施設と派遣元の責任分担について(RI規制法と電離則) 

(3) システム開発 
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2019年度に開発した業務従事者情報共有システム(以下，本システムという)の利用促進を図る

ため，追加機能の開発を行い，利便性の向上を図る。特に，これまで各大学で独自に構築してい

た個人管理システム(以下，学内システムという)と本システムとの連携方法を確立する。 

開発項目:  

・学内システムから本システムのデータ形式への変換プログラム 

・学内システムから共通フォーマット(CSV)への変換プログラム 

・本システムを個人管理に利用するための機能(追加) 

 

[1] 渡部浩司 「SINET5 を用いた放射線情報一元管理のためのアイソトープ総合センター連携ネ

ットワークの構築」ADVNET2019, 2019/10/4, 東京大学. 

[2] 「規制研究セッション 大学間ネットワークに従事者管理の統一化」，第 2 回日本放射線安

全管理学会・日本保健物理学会合同大会，2019年 12月 4日〜7日，仙台 

[3] IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Radiation Protection 

and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety 

Requirements Part 3 

Requirement 21: Responsibilities of employers, registrants and licensees for the 

protection of workers (3.74–3.82) (p.51) 

Requirement 23: Cooperation between employers and registrants and licensees (3.85–3.87) 

(p.54)  
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3. まとめ 

研究評価委員会の評価結果及びコメントを受けた研究推進委員会の指示に従い、次年度以降の

事業を放射線業務従事者の一元管理に向けた取り組みに絞ることとされたため、本事業で実施し

ていた放射線教育と非密封放射線施設の連携・拠点化に向けた課題の検討と解決は、今後、本事

業では実施しない。 

放射線の利用と安全管理は車のアクセルとブレーキのようなものであり、放射線安全管理は放

射線利用があってこそ成立するものである。大学では非密封 RIを使用できる人材の漸減が著し

い。一方で、数十年後の福島第一原発からの燃料取り出し及び廃炉のために、非密封 RIを取り

扱える人材の確保が必須であり、非密封 RI取扱技術を有する人材の育成と非密封 RI取扱技術の

継承は我が国の大きな課題である。今後、非密封 RIを取り扱える施設を残し、その教育・研究

機能の維持・向上及び放射線安全技術を向上させることは、我が国が廃炉を実現するための重要

な基盤であり、健全な原子力社会のために世界に果たすべき責任でもある。平成 29年に日本学

術会議提言「大学等における非密封放射性同位元素使用施設の拠点化について」で提言されたと

おり、放射線施設の連携・拠点化は、課題解決策の一つである。したがって、次年度以降は本事

業からは離れることになるが、放射線教育及び放射線施設の連携・拠点化に向け、課題の解決を

粛々と進めることとする。 

本事業の本年度のまとめを以下に記す。資料 22 に本年度の成果報告会での発表資料を載せた。 

 

3.1. ネットワーク幹事校会議、ワーキンググループ会議及び全体会議の開催 

幹事校による幹事校会議を 4 回開催し、本事業全体の進捗状況を幹事校間で共有した。ネット

ワーク全体会議に諮る今後の方針案を討議した。幹事校会議にて進捗管理を行うことで、事業を

円滑に進めることができた。 

日本学術会議提言「大学等における非密封放射性同位元素使用施設の拠点化について」将来的

に非密封 RI 施設の拠点化、集約が必須との意見に呼応して、将来的に大学等の非密封放射線施

設の連携、拠点化のために課題となる事項を取り上げ、4 つの課題を設定した。それぞれの課題

について 27 大学の中から担当校を割り当て、ワーキンググループを設置し、各ワーキンググル

ープにおいて、その課題について議論した。以下に本年度設定した 4 つのワーキング・グループ

を示す。 

(1) 長期的視点にたった施設運営（施設維持方針）のアンケート調査研究 

(2) 管理区域の柔軟な運用のための調査研究 

(3) 放射線業務従事者管理方法に関するルール作成のための調査研究 

(4) 放射線教育 

それぞれの課題について問題点を抽出し、解決のための方向性を提示することができた。 

ネットワーク全体会議は、令和 2年 1月に開催され、本年度の事業についての進捗が報告され

た。この全体会議では、研究評価委員会の評価前に開催されたため、全ての事業が継続されるも

のとして、今後の方向性および次年度計画についても検討された。しかしながら、その後、研究

評価委員会の評価結果及びコメントを受けた研究推進委員会の指示に従い、次年度以降の事業を



 43 

放射線業務従事者の一元管理に向けた取り組みに絞ることとされたため、放射線業務従事者の一

元管理に向けた取り組み以外の事業は、今後、本事業では実施しない。 

 

3.2. 令和元年度の安全研究重点テーマ案についての協力 

原子力規制庁における令和元年度安全研究の重点テーマ設定の検討について、必要な協力を行

った。 

 

3.3. 放射線安全管理担当教職員を対象にした高度な技術習得のための実習プログラムの開発、

放射線安全管理技術向上のための教育プログラムの開発等 

3.3.1. 放射線安全管理担当教職員の安全技術向上及び研究支援に資する高度な技術習得に向け

た実習プログラムの開発 

放射線安全管理担当教職員の安全技術向上及び当該職員による研究支援の高度化に向け、京都

大学環境安全保健機構附属放射性同位元素総合センター（本館）において、「大学等に求められ

る放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議」を開催した。本会議では、二

日間をかけて以下の内容で実施された。 

初日には、特別講演として、原子力規制庁放射線規制部門の谷本昌純氏に、特に立入検査の実

施状況および法令報告事項の一部改正についての講演をしていただいた。神戸大学理事・副学長

の小田啓二教授に「放射線防護に用いられる量と最近の動向について」のタイトルで実用量の歴

史的背景からはじまり現在の議論・課題および今後の対応に至る講義をしていただいた。続いて、

京都大学放射性同位元素総合センターの戸崎充男准教授が「放射線測定の基礎」として、次の実

習プログラムにつながる測定器サーベイメータの実務で必要な基礎の講義をおこなった。 

今回は３つの実習プログラム（実習 I、II、II）を行った。実習 I「放射線測定器の校正に

ついて」では、京都大学で行っている確認校正を体験し、さらにその後の実習プログラムで使用

する GM サーベイメータの変換係数（β線による計数率から放射能への変換）を決める測定実習

をした。実習 II では、京都大学の放射線取扱の実習（新規教育訓練）「非密封 RI の取扱に関す

る実習」で使用している教材をもとに、実際管理者がこの教材を実際に実施（体験）しながら検

証し、教育プログラムとしてより充実した内容にするための検討を行った。この検討は翌日にグ

ループごとに発表し全体で討論をした。実習 III では、「非密封 RI による汚染発生時の対応技

術研修及び検討」のタイトルで、実習 IIの終わりに、模擬的に 3種類の素材の汚染物を作成し、

これらの汚染サンプルをグループ間でシャッフルして、より現実的な汚染検査及び措置を経験す

るとともに、対処技術の向上プログラムとなるべく研修討論を行った。 

2日目には、「事故事例 RI施設の火災について」と題して、京都大学環境安全保健機構放射

線部門長の高木郁二教授に講義（演習）をしていただいた。この講義では、京都大学で一昨年発

生した RI 施設での火災を題材にして、発生から鎮火、広報にいたる一連の時系列に沿って仮想

的に RI 施設の火災を追体験してもらい、各自でその都度何が重要で、どのように判断行動しな

ければならいかを演習してもらった。最後に、実施した実習と講義をもとに、グループで発表し

て今後の教育及び訓練実習への妥当性、適用性の検討を行った。 

過去 3 年間の教育プログラム検討会議で実施した実習について、教育のための資料を作成し、
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検討会議の参加者の意見を取り入れて改善した。この資料は、本事業のホームページ上で公開さ

れた。 

 

3.3.2.  現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会 

本検討会は金沢大学学際科学実験センター・アイソトープ総合研究施設において、二日間かけ

て以下の内容で実施された。 

初日には、午前中に、教育訓練の後、実習の説明と施設見学を行った。午後からは、管理区域

内の動物実験室で、生理食塩水を使ってマウス尾静脈投の練習を全員が行い、動物実験で汚染頻

度の高い動物への RI 投与時の汚染防止及び被ばくを軽減するための注意点を学んだ。その後、

[123I]イオフルパン（ドパミントランスポーター(DAT)イメージング剤）注射液を調製し、それを

マウス尾静脈に投与した。マウスを麻酔し、SPECT/CT 装置のベッドの固定し、マウス脳の撮

像を行った。次に、ＤＡＴ阻害剤を加えた[123I]イオフルパン注射液を調製後、上記と同様に撮像

を行った。それぞれの撮像収集データは再構成するための条件を設定し、再構成を実施した。こ

こでは、RI を投与したマウスの取り扱い方法、マウスの SPECT/CT 装置への装着方法、

SPECT/CT 装置の操作方法と再構成方法及び、撮像後のマウス処理、RI 廃棄物処理等について

実習を行い、SPECT/CT 実験の撮像方法を学ぶとともに、本実験での汚染及び被ばくを防ぐ方

法について学んだ。 

第 2 日目には、SPECT/CT 撮像データの再構成画像をフリーの画像解析ソフト(AMIDE)を用

いて、マウス脳の X 線 CT と SPECT の重ね合わせ画像を作成し、脳の線条体と小脳の RI 集積

を比較することにより、線条体のドパミン神経系の状態を調べることが出来ることを学んだ。 

「短寿命α核種によるがん治療」という演題で金沢大学医薬保健研究域医学系の絹谷清剛教授の

特別講演が行われた。最後に、本検討会（教育プログラム）のまとめとして総合討論を行い、RI

を用いた分子イメージングの実験方法及び実験中の汚染防止方法や被ばくを抑える方法につい

て、意見交換を行った。 

 

3.4. 放射線安全管理を担当する若手教職員の資質向上のための支援 

国内大学等の放射線施設の若手（39歳以下または博士取得後 8年未満）の安全管理担当者の安

全管理に関する意識と資質向上を目的として、大学等放射線施設協議会と連携して、研修等への

参加に関する学内措置が限られている、予算措置が必ずしも十分ではないという者に対して、大

学等放射線施設協議会が開催する放射線安全管理研修会（全国研修）の参加について、旅費およ

び宿泊費の支援を行った。旅費及び宿泊費の支援を受けた者は 4 名であった。この者には、当研

修に参加した結果が自施設あるいは学内においてどのように機能したか（申請書に書かれた内容。

自施設及び自機関における展開等）についての報告書（A4、2 頁程度）を提出していただき、こ

の支援が若手育成に貢献していることを確認した。 

 

3.5. 大学・研究機関の放射線業務従事者情報の共有化と一元管理 

3.5.1.放射線業務従事者情報一元管理に関する課題整理 

本ネットワークの利用拡大を進めるため，UMRIC-L2に新たに接続する事業所について検討を行



 45 

った。利用者の多い大型加速器施設(SPring-8，KEK 等)を中心に，現在調整中である。また国内

のネットワーク管理者によるワークショップで本事業の紹介を行い、ワークショップ参加者から

ネットワークを拡大するための技術的なアドバイスを得た。2018 年度に検討した各大学の管理

項目が他大学の RI センターと共通項目となるか確認し，一元管理のための共通管理項目として

提案を行った。 

 

3.5.2.放射線業務従事者情報一元管理のためのアイソトープ総合センター連携ネットワークの構

築等 

放射線情報の一元管理を行うシステムの開発を行った。本システムは UMRIC-L2 上に立てた従

事者情報管理サーバで動作し，各大学からセキュアにアクセス可能である。動作の流れとしては，

(1)派遣元の大学が，派遣される者の個人情報をシステムにアップロードし，派遣先の大学を指

定する。(2)派遣先の大学はその情報を確認し，派遣(受け入れ)を承認する。(3)承認の情報は本

サーバ上で派遣元と派遣先の大学で共有され，派遣先大学では，必要に応じて，派遣される者の

「放射線業務従事証明書」を PDF で得ることが可能となっている。続いて、本ホスト PC 上に複

数の VM(Virtual Machine)を立て，「個人情報管理サーバ，ネットワーク管理サーバの運用を開

始した。 

 

3.6. 事業進捗の PDCA 

原子力規制庁及び同庁が任命するプログラムオフィサーに対し、進捗報告を行った。本事業に

おけるワーキンググループ設置については、PO および PO 補佐の助言、確認を得た。また、幹事

校会議及び全体会議には PO及び PO補佐に参加いただき、的確な助言をいただいた。 

 

3.7. 本年度の成果発表 

 本 事 業 に つ い て は 、 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.rirc.osaka-

u.ac.jp/daigakuRI_network/index.html)で公開している。学会等の発表は以下の通りである。 

 

学会発表（口頭発表） 

渡部浩司 「大学間ネットワークによる従事者管理の統一化」 

   第２回日本放射線安全管理学会・日本保健物理学会合同大会、仙台、令和元年 12 月 

 

渡部浩司 「大学・研究機関の放射線業務従事者情報の共有化と一元管理」 

     先端ネットワーク利用研究に関するワークショップ「ADVNET2019」、東京、 

令和元年 10 月 

 

吉村 崇 「女性の線量限度に関するアンケート調査結果」 

     大学等における放射線安全管理研修会、東京、令和元年 9 月 

 

吉村 崇 「阪大における放射線安全管理と規制に関する研究」 
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     東北大学金属材料研究所教育訓練、仙台、令和元年 4 月 

 

上記のまとめに示すように、本年度の事業は全て計画どおり実施された。今年度中に本事業の

検討会等に参加した 16大学・研究機関を含めて、3年間の事業で国公立私立大学、研究機関を含

む 85大学・研究機関までネットワークを広げることに成功し、さらなる発展が期待される。 
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4. 資料 

 

資料1.  第1回幹事校会議議事要旨 

日時：令和元年5月11日（土）14:00〜15:50 

場所：大阪大学大学院理学研究科J棟センター長室 

出席者：久下（北大）、渡部（東北大）、柴田（名大）、中島（九大）、篠原（阪大）、 

吉村（阪大）、高橋（PO、京大）、佐藤（PO補佐、規制庁） 

 

議題： 

１）昨年度までの成果と課題、今年度の計画 

２）中間評価に向けた課題について 

３）各WGの進捗状況と今後の進め方 

 

１）昨年度までの成果と課題、今年度の計画 

１−１）昨年度までの成果についての報告があった。昨年度までの２年間の教育プログラム開発

会議の参加者のアンケートから、各大学で安全管理を担当している者は、学会等に所属していな

い又は所属していると意識していない（大学等放射線施設協議会団体会員）者がほぼ2/3である

ことが分かった。そのため、本ネットワーク事業は、このような者との安全管理に関するネット

ワークを作る上で極めて有効であることが、報告された。 

 

１−２）今年度の計画 

今年度の計画は以下のとおりであることが確認された。 

① ４つのワーキンググループを作って、放射線教育と安全管理に関する課題について議論する。 

② ネットワーク参加校を拡大する。慶応大学、横浜薬科大学、静岡大学、大阪府立大学、近畿

大学、産業医科大学に参加いただく。 

③ 大学等放射線施設協議会と連携した新たな若手支援策を実施する。大学等放射線施設協議会

が実施する研修会への参加旅費の支給を公募により決定し、支給を受けた者は、研修会へ参加し

た成果を学内でどのように活用したかをレポートにまとめて、施設協議会へ報告する。 

④ 大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議を開催す

る。今年度は京都大学を会場として実施する。 

⑤ 放射線に関する実習プログラムを３つ程度公開する。実施者の参考になるように、内容とし

ては、実験準備の段階から記載する。今年度は、名古屋大学、京都大学、大阪大学が公表する。 

⑥ 分子イメージング技術利用推進検討会は、将来的に増々利用拡大が期待されている放射線利

用技術を使用しようとする研究者、技術者又は放射線安全管理担当者に対して、利用者目線にた

った実践的な安全利用方法を開発することを目的として、「現代の研究・教育・社会に相応しい

放射線・放射性核種等の安全利用検討会」として、開催する。また、この検討会の内容を整理し

た後、公開することによって、放射線を使用した最新技術の安全取扱の方法の普及を図るものと

する。 
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⑦ 新しく参加する国公立私立大学と、国立21大学のアイソトープ総合センターを国立情報学研

究所(NII)が提供するネットワークインフラSINET5上の仮想ネットワーク(VPN:UMRIC-L2)上で接

続し、大学間の放射線管理に関する情報共有を進める。各大学で放射線管理のみならず、ネット

ワーク管理の考え方の違いがあり、大学間の共通点・不一致点を整理する。そして、各大学の放

射線取扱従事者の証明書を共通のフォーマットに変換するソフトウェアの実証テストを行い、問

題点を精査する。 

⑧ 原子力規制庁及び同庁が任命するプログラムオフィサーに対し、進捗報告を月に１回程度行

うほか、事業実施内容について疑問が生じた場合、その都度助言を仰ぐ。 

本事業における検討会その他の会合の委員を選定するときは、あらかじめ原子力規制庁担当官の

確認を受けるほか、会合を開催する際には原子力規制庁に通知し、その職員の出席を認めること

とする。 

 

２）中間評価に向けた課題について 

今年度末の時点の成果を合わせて事業の中間評価をされる。ネットワーク事業が、残りの年でも

継続できるように、ぜひ目に見える成果を挙げて欲しいとの要望があった。規制庁より昨年度ま

でとは異なり、重点研究テーマを意識する必要はない旨、連絡があった。 

 そこで議論の結果、特にワーキンググループを有効活用し、放射線教育、放射線安全管理等、

法令や行政運用、その他に関して、どんなに些細な内容でもいいので、課題を出していくことに

なった。また、出された課題については、ステージ 1〜３のステップを踏んで課題ごとに議論し

ていくこととなった。 

 

ステージ１：法令、行政運用、その他に関する疑問点や課題点の洗いだし。 

ステージ２：課題解決のための内容検討。 

ステージ３：課題解決のための本ネットワークからの提言。 

 

３）各 WGの進捗状況と今後の進め方 

各 WG についての進捗について、昨年度の WG のうち、「非密封施設廃止の簡便安価なモデルケー

ス実施とガイドラインの作成」と「他大学、他機関しか利用しない従事者の放射線管理に関する

ルール作成の調査研究」については、昨年度の重点研究テーマ案として規制庁に提出したため、

今年度は、「非密封施設廃止の簡便安価なモデルケース実施とガイドラインの作成」と「施設休

止のためのルール作成のための調査研究」を統合し、「管理区域の柔軟な運用のための調査研究」

のワーキング（座長：久下）を立ち上げることが確認された。また、「他大学、他機関しか利用

しない従事者の放射線管理に関するルール作成の調査研究」と「被ばく情報一言管理のための調

査研究」を統合し、「放射線業務従事者管理方法に関するルール作成のための調査研究」のワー

キング（座長：渡部）を立ち上げることが確認された。また、「長期的視点にたった施設運営

（施設維持方針）のアンケート調査研究」（座長：中島）は存続し、新たに「放射線教育」（座

長：秋光）のワーキングを立ち上げることが確認された。なお、参加校にどのワーキングに参加

希望があるか調査することとした。 
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資料 2. 第 2回幹事校会議議事要旨 

日時：11月 29日(金) 17:15〜18:40 

場所：京都大学環境安全保健機構放射性同位元素総合センター 教育訓練棟 1Fセミナー室 

参加者： 久下(北大)、渡部(東北大)、秋光(東大）、柴田（名大）、高木（京大）、川本(京

大)、篠原（阪大）、吉村（阪大）、中島（九大） 

 

議題： 

1) 前回の議事要旨 

資料１に基づいて、前回の幹事校会議の議事要旨を確認した。 

 

2) 事業の進捗について 

・大学等に求められる放射線安全管理技術向上のための教育プログラム開発検討会議 

 11月 28-29日に開催した会議について報告あった。申し込み 62名、採択者は 36名 

・現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会議  

 9月 19日-20日に開催した会議について報告があった。 

 

今年度、上記会議に新しく参加した参加校 16校を含めると、本事業を開始してから 3年弱で 85

大学・研究機関にまでネットワークが拡がっていることが報告された。 

 

・実習内容公開  

実習の公開資料案について説明された。今後、会議参加者に、資料の内容を確認いただいた

後、全体会議でオーサライズしてもらった上で、公開することとした。 

 

・放射線安全管理を担当する若手教職員の資質向上のための支援  

４名に支援したことが報告された。次回の幹事校会議で、この事業についてまとめるとととも

に、次年度以降の取り組み方法について検討することとした。 

 

・大学・研究機関の放射線業務従事者情報の共有化と一元管理  

  年内にパイロット版をオープンする予定であることが説明された。 

 

３) WGの進捗状況  

各 WG長より WGの進捗状況が説明された。 

 

4) 研究推進委員会資料について  

12月 12日開催の研究推進委員会の発表資料について説明があった。 

 

5) 次回の幹事校会議及び全体会議の日程調整 

 幹事校会議 1月 8 日 １3:30-の予定 
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 全体会議  1月 25日 13:30-の予定 

 

6) その他 

 特になし 

 

 

資料 3. 第 3回幹事校会議議事要旨 

日時：1月 8日(金) 13:30〜16:00 

場所：大阪大学大学院理学研究科 J棟セミナー室 

参加者： 久下(北大)、柴田（名大）、角山（京大）、篠原（阪大）、中島（九大）、吉村（阪

大）、高橋（PO、京大）、野島（規制庁） 

 

議題： 

(1) 前回の議事要旨 

資料 2に基づいて、前回の幹事校会議の議事要旨を確認した。 

 

(2) WGの進捗状況に基づいた今後の方向性 

 進捗状況の説明があり、議論の結果、各テーマについて今後の方向性について下記のように決

定した。 

テーマ１については、検討の結果抽出された課題のうち、「測定機器やその部品についての相

互把握、受益者負担金規程調査、教育の統一化のうち X線教育」に関してはローカルネットワー

クによる詳細な解析を実施し、各地域（特に最初に九州を）の実情を把握することを実施するべ

きである、との認識で一致した。また、テーマ１で出た「教育の統一化」についての課題は、テ

ーマ４と統合させて議論していくこととなった。 

テーマ２については、次年度内容を精査し、各課題について具体的なアプローチとして、法令

改正が必要か、ガイドラインが必要か、研究（何らかのデータ取得）が必要か等で仕分け、議論

していくこととなった。 

テーマ３については、来年度以降、パイロット版を試用し、ブラッシュアップしていくことに

なった。その際に、技術職員等、実際に従事者管理の実務を行っている者（特に若手）に WGに

参画してもらって意見をもらうことが良いとの意見があった。また、来年度から全国共同利用施

設に参画してもらう予定との旨、報告があった。 

テーマ４については、今年度は問題点の洗い出しが出来たため、次年度以降は解決策を考える

計画で進むこととなった。また、テーマ１の議論で出てきた教育の課題をテーマ４に統合させる

ことになった。 

 また、報告の際は、テーマ２の資料のように表の形で問題点、解決策等を整理して欲しいとの

強い要望があった。 

 

(３) 実習プログラム公開について 
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実習の公開資料案について、名大分と阪大分について検討会議の参加者からアンケートをとっ

た結果が報告された。今後、全体会議までにアンケートに基づいて改定を行い、全体会議でオー

サライズしてもらった上で、公開する予定である。 

 

(４) 教育プログラム検討会議 

会議参加者へのアンケート結果のまとめが報告された。教育プログラム検討会議、RI安全利用

検討会は、本事業の妥当性について、中間報告にて強調すべきであるとの意見があった。 

(5) 中間評価について 

 フリーディスカッションし、事業に十分に妥当性があり、計画が順調に進展していることを分

かりやすく説明することが重要との認識で一致した。全体会議は、中間評価の資料提出日（１月

２２日）よりも後なので、資料は幹事校でまとめ、全体会議で内容を報告することにした。 

 

(6) 来年度事業について 

 WGについては、４つを維持し、テーマ１については、ローカルネットワークでの課題に特化

した形にすることとなった。次年度以降は、従事者管理に関する事業が本格化することが確認さ

れた。また全てのテーマに関して、学協会などとの積極的な連携に取り組むことによってネット

ワークを拡大する方向を目指すこととになった。 

 

(7) 全体会議について 

１）WGの報告・次年度の WGについての議論 

２）若手支援（施設協議会研修会への旅費支援）の報告 

３）教育プログラム検討会議の報告・次年度の予定 

４）実習公開資料案と次年度についての議論 

５）RI安全利用検討会の報告・次年度の予定、実習資料公開についての議論 

６）幹事校会議報告・中間評価資料についての報告 

７）従事者管理に関する事業の報告と次年度計画 

 

全体会議の日程 

  全体会議  1月 25日 13:30- 大阪大学放射線科学基盤機構附属 RIセンターにて開催  

 

(8) その他 

 特に無し 
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資料 4. 第 4回幹事校会議議事要旨 

日時：令和 2年 2月 25日(火) 17:00〜18:00 

場所：大阪大学大学院理学研究科 J棟 3階センター長室 

出席者：久下（北大）、渡部（東北大）、中島（九大）、高橋（PO、京大）、 

篠原（阪大）、吉村（阪大） 

 

議題 

１）研究評価委員会による評価 

 篠原より評価結果について報告があり、高橋 POから追加のコメントがあった。 

 

２）次年度以降の研究計画 

 研究評価委員会の評価結果及びコメントを受けた研究推進委員会の指示に従い、次年度以降の

事業内容を業務従事者の一元管理の取り組みに絞ること、研究代表者を篠原から渡部に交代する

ことが確認された。また、その計画について担当の渡部より説明があり、内容について検討した。

とくに、最終的に本格運用する部分について意見交換がなされ、本格運用に必要な条件と予算等

についての提案を次年度末に行い、最終年度はその予算措置（獲得）の活動を並行して行い、シ

ームレスに運用できることを目指すこととした。 

 

３）今年度の報告書作成スケジュール 

 報告書をまとめるにあたり、個々の担当部分についての報告案を、3月 10日ぐらいまでに吉村

まで送ることとした。 

 

４）その他 

 関連シンポジウムについて、事業の内容変更に伴い調整することとした。 
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資料 5. 全体会議議事要旨 

日時：令和 2年 1月 25日（土） 13:30-16:20 

場所：大阪大学放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター大講義室 

 

出席者：久下（北大）、渡部（東北大）、佐藤（東北大）、末木（筑波大）、上原（千葉大）、 

秋光（東大）、加藤（横浜薬科大）、泉川（新潟大）、柴（金沢大）、矢永（静岡大）、 

柴田（名大）、戸﨑（京大）、松浦（大阪府大）、篠原（大阪大）、吉村（大阪大）、 

宮本（神戸大）、寺東（岡山大）、稲田（広島大）、北（鳥取大）、三好（徳島大）、 

馬田（産業医大）、中島（九大）、松田（長崎大）、古嶋（熊本大）、尾上（鹿児島

大）、 

高橋（PO京大）、小林（規制庁） 

欠席者：原（東京医歯大）、富田（東工大）、井上（慶應大）、山西（近大） 

 

議題 

１）事業の概要と計画 

今年度の計画について説明があった。 

２）進捗状況の報告 

○各テーマのワーキンググループ進捗状況 

各テーマについて資料に基づいて報告があった。次年度以降の計画としては、以下の通り。次

年度以降、若手（特に若手しかいない施設の者）を WGに参加してもらうこととなった。特にテ

ーマ３には従事者管理の実務をしている技術職員等に WGに参加してもらうこととなった。ま

た、各 WGの検討について、関係学会のシンポジウムで取り上げてもらうよう働きかけることと

なった。 

テーマ１（座長：九大）：ローカルネットワークを作って詳細な解析を行う。他のワーキングと

も連携しながら進める。 

テーマ２（座長：北大）：次年度以降は解決に向けては、ガイドライン等の運用面で解決できそ

うなもの、研究が必要なもの、法律の改正が必要なものに仕分けをする。ガイドライン等作成す

る場合は、学協会を巻き込んだ活動を進める。研究が必要な場合は、予算を取りに行くこと、法

令改正が必要な場合は、規制庁との協議は必要である。 

テーマ３（座長：東北大）：従事者を送り出す方と受け入れる方での共通認識を得るべく、ある

べき姿を提案する。次年度以降に加速器施設との連携について、協議し、提案していきたい。 

テーマ４（座長：東大）：関係者らとの情報共有、学外の方々と協議をして、解決していきたい。 

○従事者管理ネットワーク 

従事者証明書の共通フォーマットの書式を提案した。また、従事者証明書発行アプリの操作方

法について説明があった。 

○教育プログラム検討会議の報告 

検討会議について報告があった。今回の検討会の実習について、施設でもやってみたいとの意

見が多数を占めたことが報告された。 
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○現代の研究・教育・社会に相応しい放射線・放射性核種等の安全利用検討会 

検討会議の報告があった。過去３年間で実施された検討会の内容等をまとめて次年度に実習プ

ログラムのような形で公開する方針となった。 

○実習プログラム資料公開について 

実習プログラムの資料（実習ガイド）について、各検討会に参加された者からいただいた意見

を踏まえて修正した資料をまとめた旨、報告があり、内容及び 3月に公開されることが承認され

た。また、次年度は、１）北大の教育プログラム検討会議の内容、２）過去３年で実施された安

全利用検討会の内容、３）東大を中心として主に WG４に属する大学を中心に内容検討、４）東

北大を中心とした加速器の利用に関する内容、について資料公開を行うことになった。 

○若手支援について 

4名の応募があり、大学等放射線施設協議会理事会で応募者の採択について検討いただき、4

名全員に支援することになった旨、報告があった。また、支援者からの報告書から、本事業が若

手の育成に有効であることが報告され、次年度も継続して続けることが承認された。 

○幹事校会議 

３回の幹事校会議について報告があり、幹事校会議での議論の結果も加味して今年度の事業が

進められた旨、報告があった。 

○成果報告会資料について 

 本年度の事業報告のまとめについて報告された。 

○次年度事業について 

 次年度事業の計画が説明され、その内容が承認された。 

   

３）その他 

この事業が継続できるかどうかは、次年度までに得られた成果が重要になる。ネットワークの

拡大と課題解決の具体化を進めていくために、次年度は特に活発に活動してほしい。 
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資料 6. テーマ１ 「長期的視点にたった施設運営（施設維持方針）のアンケート調査研究 

 

１）WG のチーム編成 

WG のチーム編成を完了した。メンバーは以下の通りである。 

座長   九州大学（中島） 

参加校  名古屋大学（柴田）、大阪府立大学（松浦）、徳島大学（三好）、 

長崎大学（松田）、熊本大学（古嶋）、鹿児島大学（尾上） 

 

２）課題の抽出方法、その結果抽出された課題、課題解決の方向性 

WG メンバーが収集した「各大学放射線施設で現在抱えている問題点」に対する記述データを

用いて Use Local AI テキストマイニングツールで解析した結果、主に施設、機器のメンテナンス

（老朽化対応も含み）費用不足、利用者の減少、人材（管理の主任者）不足等の問題が可視的に

明らかになった。その結果に基づき、下記 3 点の課題に絞られた。3 点の課題とその解決の方向

性は以下のとおりである。 

 課題 解決策・解決の方向性 

1. 

 

測定機器の修理費用を

抑える必要がある。 

ネットワークを通じて、各施設で使用しなくなった機器

の部品等を有効利用できるように、測定機器およびその

部品の（購入年月日、型式など）登録システムを構築す

べきである。 

2. 利用者の減少を抑える

必要がある。 

施設利用者の利便性を図るために、地理的に比較的近い

事業所間での相互利用システム（ネットワーク）を構築

する必要がある。この目標を達成するためには、従事者

管理システム（教育訓練、被ばく管理などについて）の

相互構築など共有できる部分と、地方によって設定が異

なる可能性のある利用料金など、新たな課題の切り分け

をする必要がある。 

3. 少ない人数で施設を管

理している事業所の主

任者の負担軽減をすべ

きである。 

課題 2 の解決策にも関連し、地域連携によって、最低で

も教育訓練については共通コンテンツ作成に取り組むべ

きである。  

 

３）今後の取り組み 

1. 測定機器やその部品についての相互把握をするために、ローカルネットワークによる詳細な

解析を実施することを目標とする。特に WG メンバーが多い九州地区を主とし（可能な限り

WG メンバーの所属するその他の地域でも）、実情を把握するため調査を行う（アンケート

の形式を如何に設定するか検討の上）。その際、大学等放射線施設協議会との連携を図りな

がら実施する。 
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2. については、教育訓練の統一化という課題のうちの「X 線教育」と、「受益者負担金（利用

料金）」に関しては、上記の 1.に従いローカルネットワークによる詳細な解析を実施し、

「RI 教育、被ばく管理」に関してはテーマ 3, 4 の傘下に入って連携しながら進める。 

3. については上記 2.の中の「RI 教育」同様、テーマ 3, 4 の傘下に入って連携しながら進める。 

 

 

資料 7. テーマ２ 「管理区域の柔軟な運用のための調査研究」 

 

１）WG のチーム編成 

以下のメンバーにより、「テーマ２ 管理区域の柔軟な運用のための調査研究」を実施した。 

座長  北海道大学（久下） 

参加校 金沢大学（柴）、静岡大学（矢永）、名古屋大学（柴田）、 

大阪大学（吉村）、神戸大学（宮本）、広島大学（中島） 

 

２）課題と解決の方向性 

WG 会合等を通して、本 WG テーマに関する「法令、行政運用、その他に関する疑問点や課

題点」の洗い出しを進めるとともに、解決策・解決の方向性等について検討した。主な課題

と解決の方向性は以下のとおりである。 

 課題 解決策・解決の方向性 

1 

 

施設廃止の際の問題

点・費用 

① 汚染検査等に係る費用 

・ 左記費用の問題で、施設廃止が進められないという問

題が少なからず存在する。現在行われている汚染検査

の現状調査と、その妥当性、合理的・安価な検査法の

構築に関する調査研究が必要である。特に小規模施設

の場合に合理的な簡略化が望まれる。 

・ 例えば、管理区域の廃止費用の中で多くの費用を要す

る部分は、管理区域内の物品の個々の汚染検査であ

る。つまり、管理区域内の検査対象となる物品を減ら

すことで費用を削減できる可能性がある。本ネットワ

ーク事業等を活用し、使用可能な機器・備品を譲受・

譲渡することで、費用の低減ができるかもしれない。 

② RI 廃棄物に関する費用 

・ 複数の RI 施設をもつ法人であれば、法人内での RI 廃

棄物の譲渡譲受が可能になるだけで、施設の集約（統

廃合）がやりやすくなる。検討に値するものと思われ

る。 

・ ＲＩ協会での引き取りが困難なウランに吸着したトリ
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チウムターゲットのようなＲＩがあるために廃止でき

ない施設で、貯蔵施設のみを残して廃止することはで

いないか。維持費用も低減され、使用施設を有効に活

用できる。 

・ 非密封RI施設でのクリアランスについては、施設の規

模に応じて、事業者自身が廃棄物に含まれるRI量を確

認して産廃業者に引き渡すセルフクリアランスを認め

るようにすべきである。 

2 利用者のいないRI施設

(停止施設)の管理方法 

① 実験者等が立ち入らない場合： 

・ 稼働している施設と同等の法的義務・維持管理を要求

されるのは不合理である。管理の簡素化を行うことの

可能性と問題点等に関する調査研究が必要である。ま

たガイドライン等の提案・整備が望まれる。 

・ 状況（RI保管のみしている・していない、RI廃棄物が

ある・ない、RI 施設として復活する可能性がある・な

い等）に応じた対応の場合分けをしたガイドライン等

の提案・整備が有効である。 

・ 廃止が計画されている場合には、施設の廃止措置計画

の柔軟・有効な運用方法に関する調査研究が必要であ

る。例えば、廃止措置計画は年限が決められていない

ので資金計画（国立施設の場合は中期計画など）にあ

わせた比較的長期の廃止措置計画の妥当性と問題点等

に関する研究等が考えられる。 

・ 例えば、廃止をしたいが予算措置の目途が立たない施

設に対して、施設の使用停止を認め、以下の条件を満

たせば、施設の使用停止後の法的義務・維持管理が免

除する案などが考えられる： 

1)RI 及び RI 廃棄物を施設から無くす。2)その後、一

回のみ、通常の汚染検査（1 回／月）で検出限界以

下、また、空間線量率も異常が無いことを確認する。

３）人については、他事業所を使用する人に対しての

み管理業務を行う。 

② 非 RI 実験室として有効活用する場合： 

・ RI 管理区域内に非 RI 区域を設定することの妥当性・

問題点、合理的な管理運営方法（特に立入者の管理）

等に関するに関する調査研究が望まれる。 

・ 具体的には、RI 施設内の使用していない部屋･領域

（下限数量以下しか使わない場所、密封小線源しか使
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わない場所、X 線装置を設置し共同利用に供する場所

など）に、何らかの制限を付けて、法的義務の一部を

合理的に簡略化すること（例えば、立ち入り者に対し

て一時立入という解釈で、運用できないか）等につい

て検討する。また、洗浄設備として、手洗いのみを認

めれば、管理区域の縮小が容易になる。 

3 RI 施設の統合等の場合

の不合理な手続き 

・ 元々は独立して運営していたRI施設を管理上統合した

場合に施設検査を受ける必要がある。非合理的な運用

であり、改善が強く望まれる。元々は独立して運営し

ていたRI施設を管理上統合した場合に施設検査を受け

る必要がある。非合理的な運用であり、改善が強く望

まれる。 

・ 国立大学法人の統合の際の取扱・手続き等について、

明確にする必要がある。すなわち、民間会社の合併等

では、法第２６条の２「合併等」の規定が適用され、

許可使用者の合併の場合には、規制委員会の認可を受

ければ合併号の法人が許可使用者の地位を継承できる

が、国立大学法人の統合の場合にはこの点が不明確で

あり、明確にする必要がある。 

4 新規立入者の健康診断

の皮膚の検査の省略 

現在、新規立入者の立入前の健康診断では、目は省略可

能であるが、皮膚検査は省略できない。現実的な運用を

考えると皮膚の検査も省略可能としても良いのではない

か。この点について、議論が必要である。 

5 有機廃液燃焼処理の核

種限定の見直し 

有機廃液燃焼装置による燃焼焼却できる RI 有機廃液が

3H,14C,32P,33P,35S,45Caの 6 核種を含む液体シンチレータ廃

液のみであるが、HPLC 廃液を含むその他の有機廃液で 6

核種以外の核種の燃焼焼却も可能にするようなガイドラ

インの作成が必要である。それにより、RI 協会も液体シ

ンチレータ以外の有機廃液の集荷も可能になると思われ

る。 

6 

 

短半減期核種の取扱等

に関する科学的に非合

理な規制 

減衰を考慮しない RI 管理は非合理的である。長半減期核

種の混入を防ぐ、合理的な放射線管理法・ガイドライン

等の提案。整備が必要である。 

7 RI の譲渡譲受 ① 下限数量以下の RI の譲渡譲受： 

下限数量以下の RI については、「放射線施設ではない

一般施設への譲渡」を認めるようにするようにすること

で、RI の利用が広がると思われる。その際の管理技術の
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課題（RI 廃棄物の問題、誰が下限数量を超えていないこ

とを確認するかなど）は検討が必要である。 

② 病院等（非密封 RI 施設）からの臨床核種の譲渡： 

病院からの放射性医薬品の譲渡が合理的に出来るよう

な法的措置または運用が望まれる。 

8 RI と国規物 RI 施設内で国規物を使用・保管する際の管理や廃棄物の

処理方法について、不明確な点が存在する。 

特に廃棄物が問題となるので、アイソトープ協会との相

談が必須である。今回の法改正に伴い、廃棄物の問題が

どのように解決されるかもポイントである。 

 

 

３）今後の取り組み 

これまでに挙げられた「本 WG テーマに関する法令、行政運用、その他に関する疑問点や課題

点」について、それらの解決に向けての具体的な議論・精査を進める必要がある。すなわち、挙

げられた課題等を、１）ガイドライン等を作成する等、運用面で解決できるもの、２）データ収

集のための実験的研究等が必要なもの、及び３）法令の改正が必要と考えられるもの等に仕分け

し、各々について以下の検討・アプローチを行うことが求められる。 

１）については、規制庁関係者等との意見交換を行うとともに、関連学協会と連携して、ガイド

ラインの作成に向けた活動を進める。 

２）については、規制研究テーマとしての提案を行うとともに、既存の公的資金獲得に向けた活

動を進める。 

３）については、法令の改正の要否や対応方法について、規制庁関係者等との意見交換を行うと

ともに、関連学協会と連携して議論を進める。 

 

 

資料 8. テーマ３ 「放射線業務従事者管理方法に関するルール作成のための調査研究」 

 

１）WG のチーム編成 

座長  東北大学（渡部） 

参加校新潟大学（泉川）、静岡大学（矢永）、近畿大学（山西）、神戸大学（宮本）、

岡山大学（寺東）、鳥取大学(北) 

２） WG の背景と目的 

近年、以下のような理由で大学内の RI 事業所の放射線業務従事者管理が複雑化してい

る。 

 学内の RI 施設の統廃合が進められており、部局を横断する従事者管理が求められる 

 放射線の利用法が変化しており、自施設は使わず、学外施設を利用する従事者が増

えている 
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 ダブルアポイントメント制度の導入など雇用形態が多様化している 

その一方で、学内の RI 施設は予算や放射線管理者の人材が不足しており、以上の理由

で複雑化した従事者管理業務に対して以下のような多数の問題を抱えている。 

 学外・自部局外からの従事者の受け入れ業務が頻発している 

 学外施設への利用希望者に対して従事者証明発行業務の頻発している 

 それぞれの事業所で個人管理データが異なるため、それに対応した従事者証明書を

作成する必要がある 

 従事者管理システムが高額なため導入ができず、すべて人力で行う必要がある 

 若手人材が不足しており、また新規に管理者を雇用する予算がなく、管理業務の技

術継承ができない 

本 WG では、各大学の放射線業務従事者の管理方法を調査し、上にあげた問題を解決す

べく、従事者管理のルールを提案することを目的とする。これにより、放射線管理の省

力化・効率化を図る。 

 

３） 課題と解決策・解決の方向性 

２１RI 国立大学 RI 総合センター群のデータ収集および 2 回の WG を開催し、以下の課題およ

びそれに対する解決策・解決の方向性等について検討した。 

 課題 解決策・解決の方向性 

1 

 

各事業所において個々

の従事者管理のための

保持データが異なる 

各事業所では法定項目である「教育訓練」、

「健康診断」、「被ばく記録」のデータを各従

事者個人に対して保持しているが、その内容や

期間が、各施設で異なる。また各施設のデータ

管理方法も異なっている（紙による管理、独自

データベースソフトウェア、市販放射線管理シ

ステムなど）。そのため、必須事項を網羅した

共通フォーマットを提案し、これらの必須事項

を入力した CSV ファイルを用意することによ

り、大学間の従事者情報のやりとりが行えるよ

うにする。 

2 電子的な従事者証明書

が認められず、紙媒体

が求められる 

SINET5 下の VPN を使うことにより、なりすま

し、不正アクセス、改ざんなどのセキュリティ

的な脅威を最小限に抑える。紙媒体よりもむし

ろ安全であることを周知する。印鑑を求める施

設に対しては電子署名などの代替案を提案す

る。 

3 個人管理の責任の所在

があいまい 

大学の場合、職員だけではなく、学生も多数在

籍しており、個人の管理方法は大学や学内の部
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局間でも異なる。各大学の個人管理の対応の違

いを考慮した管理方法が必要となる。ただし、

個人管理の責任に関して自由度をもたせすぎる

と、あいまいな状況が継続することとなる。従

事者を送り出し側および受け入れ側双方が個人

管理に関して責任を有すべきであり、SINET5 上

のシステムにより、従事者情報のやり取りが明

確になることは重要である。 

4 個人情報の取扱 昨今、個人情報保護の強化が叫ばれており、業務従事者

の個人情報に関してもどのように保護するかが重要であ

る。これは基本的に紙ベースであっても、電子的な情報

のやり取りであっても変わらない。各個人の承諾を得た

後に外部にデータを送るようにする（オプトイン）。不

要なデータは送らない工夫も必要であろう。SINET5 上の

VPN は堅牢なセキュリティを持つため、紙媒体でのやり

取りやメール配信よりも安全ではあるが、事業所間の個

人データのやり取り終了後、即座に個人データを消去す

る運営方法をすることにより、個人情報の保護が図れ

る。 

5 事業所毎の運営体制や

方針が異なることに起

因した従事者管理法の

差違の存在 

個人管理情報のルールを共通化することにより、管理業

務の効率化や省力化が図れることが期待されるが、事業

所毎に、歴史的な背景や学内での組織の位置関係など

で、共通ルールでは対応できない状況が想定される。そ

のため、従事者管理法にある程度の自由度や独自性をも

たせなければならない可能性がある。このために医療情

報交換のための標準フォーマットである DICOM 規格に

類似した規格を提案する。DICOMの場合、どの施設でも

共通している情報は標準タグに紐付いて格納している

が、プライベートタグと呼ばれる独自タグを自由に設定

できる。各施設の独自の管理情報はこのプライベートタ

グに紐付けて格納できる。 

6 

 

学外従事者の管理は現

在のRI規制法では想定

されておらず、新たな

法整備が必要 

現行の RI 規制法では、現状のように、流動的に学外（海

外も含む）から従事者が放射線作業を行うことを想定し

ておらず、無理に当てはめているのが実状である。その

ため、法解釈に幅があり、事業所毎の対応の違いを生じ

させている。従事者管理のルールを提案し、合意形成を

行うことにより、新たな法体系の整備につなげる。 
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４） 次年度以降の計画 

さまざまな運用形態を考慮して、複数の施設で、提案した従事者証明書に関する共通フォーマ

ットを用いた従事者管理法の運用テストを行い、問題点を洗い出す。そして、もっとも受け入れ

る従事者が多い大型加速器施設への導入を目指す。 

将来的には、大学・研究機関だけではなく、さまざまな業種（例えば、原子力関係者、医療関

係者）にも対応した大規模なシステムが望ましい。そのために必要な基盤整備や問題点の洗い出

しを行う。 

 

 

資料 9. テーマ４「放射線教育」 

 

１）WG のチーム編成 

WG のチーム編成を完了した。メンバーは以下の通りである。 

東京大学 秋光（座長） 

筑波大学 末木先生 

千葉大学 上原先生 

東京医科歯科大学 原先生 

慶応大学 井上先生 

東京工業大学 富田先生 

横浜薬科大学 加藤先生 

京都大学 川本先生 

産業医科大学 馬田先生 

 

２）課題と解決の方向性 

WG 会合等を通して、本 WG テーマに関する疑問点や課題点の洗い出しを進めるとともに、

解決策・解決の方向性等について検討した。主な課題と解決の方向性は以下のとおりである。 

 課題 解決策・解決の方向性等 

1 

 

受講者の登録先機関が

外部の機関である場

合、受け入れ先を見据

えた教育訓練実施内容

の決定方法を考える必

要性がある。 

解決に向けて、引き続き、関係者との情報共有が必要に

なる。 

 

2 教育訓練における訓練

（実習）の重要性が高

いにも拘わらず、実施

 個々の施設では対応することが難しい課題であるた

め、今後も情報共有と協力をしつつ、関係する機関と交

渉をすすめる。 
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するための職員が不足

している 

3 経験者の省略決定方法

を予防規程細則などに

簡潔に明示した場合、

様々なケースに対応し

て臨機に省略できなく

なる可能性がある（ま

たは、人により様々な

ケースの経験を考慮し

た教育訓練の省略が困

難である）。 

 

センター長会議などでグッドプラクティスを共有する仕

組みを構築することが一案である。関係者との情報共有

が重要である。 

 

4 共同利用施設は、外部

の人のために、法に定

められた教育訓練の項

目とその時間数だけで

はなく修得しておいて

ほしい知識・技能を詳

しく示すことが重要で

ある。 

 

個々の施設では対応することが難しい課題であるため、

今後もセンター長会議等で情報共有し、議論を深め、必

要に応じて関係する機関と交渉をすすめる。 

 

３）今後の取り組み 

これまでに挙げられた疑問点や課題点について、それらの解決に向けての具体的な議論・精査

を進める。 

大学等で放射線管理を担当する関係者等との意見交換を行う。 

放射線に関する教育訓練は、放射線規制の重要な部分を担うことを繰り返し丁寧にかつ根気よ

く規制庁の関係者に説明する。 
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資料 10. 研究推進委員会で発表した令和元年度放射線安全規制研究戦略的推進事業重点テーマ案 
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資料 11. 実習資料(I) 
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資料 12. 実習資料(II) 
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資料 13. 実習資料(III) 
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 79 
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 81 
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資料 14. 実習公開資料(I) 
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資料 15. 実習公開資料(II) 

 

 

  



 94 
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資料 16. 実習公開資料(III) 

 

 

 



 99 
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 101 
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 103 



 104 



 105 
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 107 



 108 



 109 



 110 



 111 



 112 



 113 



 114 



 115 



 116 



 117 



 118 
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資料 17. 実習公開資料(IV) 



 121 



 122 
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 126 

  



 127 
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資料 18. 実習公開資料(V) 



 137 



 138 



 139 



 140 



 141 
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資料 19. 令和元年度大学等放射線施設協議会夏期研修会参加による自施設･自大学等における放

射線管理向上への取り組みに関する報告書のまとめ 

 

① 助成を申請した理由、学内の事情 

A：当施設は研修等への参加に関する予算措置が限られているため、これまで大学等放射線施設

協議会全国研修会への参加を断念してきた。旅費助成を受けることができれば自施設の適正な

放射線安全管理の推進につながることが期待できるため。 

B：今回の研修会において「少量核燃料物質の合理的な安全管理に関する検討」と題する講演が

企画されていたことから、少量核燃料物質の安全管理や問い合わせへの回答の参考になると考

え、本助成事業に応募した。本研修会では取扱者に対して少しでも少量核燃料物質に関して正

しい知識を提供できるための材料を収集することを目的とした。 

C：私はこれまで放射線業務に従事してきた一方、放射線管理には初めて携わることになった。

自施設を始め全学の放射線管理体制に貢献するために、全国の大学等放射線施設の放射線管理

に係る現状と最近の動向について情報取集を行い、自らの放射線安全管理に関する実力養成、

資質向上のために、研修会への参加を希望した。しかし、私は技術職員であり自らの予算を持

たないため、今回この助成制度を申請した。 

D：本研修会については、年度内で最も早く原子力規制庁による規制動向に関するご講演を拝聴

することができるだけでなく、法改正への対応や最新の研究動向など多様な情報を得ることが

できるため非常に重要な研修と認識している。当実験室では予算状況が大変厳しい状態が続い

ており、特に研修経費等を含む管理運営費は毎年削減されている。本学では、研修等への参加

経費は所属部局で負担することとなっており、当実験室でも年々削減される予算の中で工面し

ている。近年は、施設運営上の必要最低限の経費を確保するため、やむをえず研修会への参加

の見送りも検討している状況であるため、是非本助成を活用させていただき、最新の知見や規

制の動向を学びたく、申請した。 

 

② 学内における会合の議事概要、あるいは、管理責任者、施設の長への説明内容等 

A：研修会参加後、最初の出勤日に当施設の放射線取扱主任者全員に研修内容を報告し、今後の

対応等について議論した。施設長に対しては月に一度開催している定例会議にて本研修の内容

を報告し、予算等の観点からご意見をいただいた。他に放射線障害予防委員会という学内の放

射線管理に関する委員会が存在するが会議の開催が年 1 回であり、今年度の会議は既に終了し

ているため来年度の会議にて、本研修の内容を報告し今後の対応について議論していきたい。 

B：原子力規制庁放射線管理部門の講演内容を情報提供した。「少量核燃料物質の合理的な安全

管理に関する検討」の講演で取り上げられた教育資料の内容と取扱者だけではなく各種書類を

取り扱う事務担当者も含めて教育するという考え方について、本学の核燃料物質管理を統括す

る事業所へ情報提供した。 

C：本研修会参加後に、事業所の放射線取扱主任者に対して、原子力規制庁放射線規制部門の講

演の中から重要な点である、法令名の改正、防護の追加、事故報告が事業者の義務として法律

に制定されたこと、管理区域において火災が発生した場合または事業所内の管理区域外におい
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て延焼の可能性のある火災が発生した場合には、法令報告の対象となる異常事態が発生しなく

とも事故対策室に電話連絡及び状況を通報する必要があること、を報告した。また、今後の規

制の見直しについて、新たな眼の水晶体の等価線量限度の取り入れと、測定の品質保証に関す

る報告をした。 

D：本研修のすべての講演内容から得られた情報のポイントをまとめ、学内の関係部局（放射線

施設選任放射線取扱主任者、管理担当者並びに事務担当者、国際規制物資保管施設事務担当者

等）へ、全学放射線関係（委員会等）担当事務、当実験室の室長、放射線取扱主任者を通して

学内通知という形で情報共有した。併せて、大学等放射線施設協議会の HP の URL も通知し、

講演内容のスライドが掲載されている旨も紹介し、さらに詳細な講演内容を共有できるように

通知した。健康診断のアンケート結果については、本学の職員の健康診断を実施している保健

管理センターに対して事務担当を通じて情報共有した。必要に応じて次年度の再教育訓練で放

射線業務従事者に紹介・指導する予定である。また、学内の業務改善活動の取り組みとして実

施している放射性同位元素等規制法対象の施設の管理状況を互いにチェックする「相互点検」

という活動において、研修で得られた原子力規制庁からの情報を考慮し、点検を実施する予定

である。今後の規制動向として原子力規制庁のご講演で紹介されたモニタリングの品質保証に

ついては、今後予算的にも実務的にも影響する可能性があるため、情報共有の他、当実験室の

放射線取扱主任者間で意見交換を行っている。 

 

③ 効果(出席者からの意見と会合等の総括、管理向上に資した点など) 

A： 

・品質保証の厳格化について 

きちんと許可を受けた校正機関で校正を行う必要があるため、自施設での間接校正は無効と

なると予想される。当施設では 10 台以上のサーベイメータを保持しており、それら全てを同

時に外部校正機関へ校正依頼することは予算の都合上困難であるため、計画的に数台ずつ校正

していくこととなった。 

・予防規程について 

教育訓練の時間数に関しては 2時間の施設が 10％未満であったというアンケート結果から当

施設の 2 時間という設定が妥当であったか議論が行われた。既に 2 時間で教育訓練の内容を組

み直しており、現状では問題ないと考えているが、今後運用していく中でやはり 2 時間では足

りないということになれば時間数の増加を検討する案も話し合われた。1～2年運用して問題点

を明らかにしたうえで時間数の増加を検討することになった。 

・少量核燃料使用における管理・教育について 

使用の管理だけでなく廃棄物の計量管理が義務化される予定とのことで、液体廃棄物を乾固

させるべきとの話があったため、今後、当施設でも可能な限り液体廃棄物の乾固を実施してい

く予定である。 

・目の水晶体の線量限度引き下げについて 
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DOSIRIS やビジョンバッチといった個人線量計の導入について検討した。線量限度を超えて

しまう可能性のある職員(IVR 担当の医者)に対しては適宜、DOSIRIS やビジョンバッジを用い

て水晶体線量を評価する方向で予算の確保を進めている。 

・日本アイソトープ協会版教育訓練英文テキストについて 

当施設でも外国人留学生に対する教育訓練を過去に何度か経験しており、その大変さを痛感

してきた。これまでは 2010 年に大学等放射線施設協議会から発行されていた「英語による教

育訓練テキスト印刷版」を参考にして対応してきたところであるが、昨今の法律改正等も考慮

し、今後「Basic knowledge of radiation and radioisotopes(2019)」が販売されれば、早急

に購入して内容を取り入れながら自施設の英語による教育訓練のスタイルを確立していきたい

と考えている。 

・医療関係者のための放射線安全マニュアルについて 

妊娠女性や小児の被ばくに対する対応といった医療機関ならではの放射線管理の難しさがあ

り、防護具の導入や線量の実測、被ばく相談セミナーの開催など様々な取り組みを行ってきた

が、勤務歴の短い若い職員はそういった取り組みの経験も少ない。今回出版された医療関係者

のための放射線安全マニュアルは今後、経験の少ない若い職員にとって非常に有益な知識が記

載されていると感じたので、年度末に予算が余れば数冊購入して現場に配布する予定である。 

B：大阪大学、京都大学等で使用されている核燃料物質の取扱者等を対象とした教育資料をアイ

ソトープセンター核燃料安全管理部教員に提供した。本学で独自に少量核燃料物質取扱者向け

に教育資料を作成に乗り出していたことから、提供した資料をそのまま活用することはないが

参考にはするといった旨の回答であった。また、研修会において廃棄物の管理も重要であると

述べられていたことから、核燃料廃棄物の分別区分（可燃、難燃、不燃等）の基準を学内で定

めることなり、私も策定に関わることとなった。研修会では RI の廃棄物分別で分別し、核種

の種類等を記録することがよいとされていたが、将来、核燃料廃棄物の廃棄ができることを見

越して RANCEC が公開する分別区分を参考に分別区分を策定した。策定した分別区分表は K 施

設を保有する部局に展開され、この分別区分で管理された廃棄物のみを J 施設で受け入れると

して廃棄物の集約化が運用される予定としている。 

C：所属の施設では、これまで放射線管理区域内での火災等を想定した訓練を行なってきた。現

在我々は、実際に頻度の少ない火災・地震や事故・トラブル等が起きた場合の緊急時に現場の

人はどのような手順で行動をするべきかについて議論している。どのような事象が起きた時に、

実験者はどのようなことをしなければいけないか、放射線管理者はどのようなことをしなけれ

ばいけないか、それぞれについて具体的な行動手順と連絡体制を決めてマニュアル化しておく

必要があると考えている。その点で、今回の講演は非常に参考になり、今後の我々の対策に活

用したいと考えている。 

D：原子力規制庁放射性規制部門のご講演の中で、申請・届出について法律名の変更に伴い様式

が新しくなっているため新様式を使うように、という指導を事務担当者と共有し、予防規程の

変更届や申請書作成の際に新しい様式を確認し使用した。事故事例で紹介されていた表示付認

証機器については、本学でも表示付き認証機器の管理方法などについて十分検討される場がな

く、また特段使用時の規制や義務などもなく、放射線取扱主任者の選任も不要であることから
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管理もおろそかになりがちであり、保有部局の意識の向上と、大学全体での管理方法の見直し

（リスト化など）の必要性について、学内の放射線取扱主任者間で共通の認識をもち、今後対

応を検討していく。また、少量核燃料物質についても、学内で計量管理以外に具体的に統一し

た管理方針を設けていないため、まずは学内で本研修の内容を共有し、今後、紹介のあった教

育訓練などについても他大学の動向を注視し、学内での方針を検討していくことについて学内

の放射線取扱主任者間で意見交換し、必要性を認識した。モニタリングの品質保証については、

当実験室内のモニタリングの品質保証のために今の実施方法でよいのか、ポケット線量計につ

いてはどうするのかについて、放射線取扱主任者間で意見交換し、今後の規制の動向を注視し、

予算内で実施可能かどうかについて検討を始めたところである。 

 

④ 放射線管理に関する若手の人材育成やキャリアパスなどに対してご意見があれば記載くださ

い。 

A：主任者が複数名選任されている当施設では、ベテランの主任者の方が若手の主任者より会議

や学会等への参加を優先されていることが多い印象である。そのため、今回のような年齢制限

のある助成企画を行っていただけるとベテラン主任者との干渉がなく、わだかまりなく会議へ

の参加を申請できるため、今後も継続していただきたい。 

B：大学内において、放射線管理を担当する技術職員が新規に採用されないことが気がかりであ

る。廃止や管理区域縮小等の対応を取る事例が出てきている。また、センター化した際に専任

の人員が配置されない例もあり、放射線管理が技術職員等の専属スタッフを置くのではなく、

教員が業務の一環として行うといった方向に進んでいるように感じる。また、人材育成面では、

RI 施設において非密封線源を使用する取扱者が減少傾向にあることから、非密封 RI を実際に

扱える若手の人材は少なくなっているのではないかと考えられる。私自身も非密封 RI の取扱

い経験はあまりない。非密封 RI や発生装置の管理実習等に関しても若手の放射線管理担当者

を対象とした旅費助成をいただけると効果があるように思われる。 

C：私は、今年度、放射線管理を担当する技術職員をさせていただく機会を得ました。実験で施

設を利用していた立場から放射線管理を行う立場になるというキャリアパスが増えれば良いと

考えます。 

D：国立大学等は予算が厳しい状況にあり、特に管理運営に係る経費は削減の対象となることか

ら、今回のような旅費助成があると研修会に参加しやすく、研修内容のみならず、研修会の中

で他大学の方と交流し情報交換することで、業界全体で人材を育成することが期待できる。 

 

 

 

 

  



 147 

資料 20. 開発したシステムの詳細 
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申請詳細
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資料 21. 従事者証明書の統一化に関する提案 

 

・従事者証明書の統一化を図るため，現状を調査した。 

・21大学に様式の提出を依頼し，17大学から提出があった(別添)。 

・各事業所の様式に含まれる項目を整理し(表 1)，傾向を調べた(表 2)。 

・調査結果をもとに共通項目の提案を行った(表 3)。 

 

以下，使用する用語の意味を定義しておく。 

利用者：他の大学や研究機関の放射線施設(事業所)を利用する者。(例: X) 

所属元：利用者の所属元。(例: A大学) 

事業所：利用者(X，A大学に所属)が利用する，別の大学の事業所。(例: B大学) 

 

1. 調査結果 

他大学の放射線施設を利用する場合にやりとりする書類(従事者証明書)の統一化を図るため，ま

ず様式の現状を調査した。21 大学に様式の提出を依頼し，17 大学から提出があった。提出がな

かった大学は，独自の様式を持たず，利用者が赴く他事業所が要求する様式に合わせているとの

ことであった。各大学の様式を別添資料に示す。 

 収集した 17大学の書類について，様式に含まれる項目の傾向を調べた。大項目として次の 4つ

を設定した;  

「基本情報」(宛先，対象者氏名，生年月日等) 

「教育訓練」 

「健康診断」 

「被ばく記録」 

それぞれについて小項目を立てた。小項目のうち「教育訓練」「健康診断」「被ばく記録」につ

いては，法令が要求する記録の項目(法定項目)を基にした。 

 それぞれの大学の様式に各項目が含まれる否か，またその内容等について一覧表にまとめた。

結果を表 1に示す。 

 以下に傾向を記す。 

 

【 基本情報 】 

 書類の表題は「放射線業務従事者証明書」とこれに類するものが 9 割近くを占め，残りは事業

所への「登録申請書」という形式であった(図 1)。 

 宛先は，主任者，機関の長，または特に役職をしていしない汎用のものが混在した。発信者の

役職は主任者(単独)が半数を占め，機関の長，主任者と機関の長の連名等があった。宛先の付帯

情報は事業所によって異なり，許可番号，住所等があった(図 2)。 

 対象者の記載項目としては，氏名(漢字)と生年月日はほとんどの事業所の様式に含まれていた

のに対し，フリガナや性別は半数の事業所が記載していなかった。対象者の付帯情報は事業所に

よって異なり，所属，職員番号/学籍番号，連絡先，Email等があった(図 3)。 
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【 教育訓練 】 

 立入前教育訓練の記録はほとんどの事業所が収集していた。再教育の記録も 9 割近くが収集し

ていた（図 4）。 

 収集項目としては，立入前教育訓練ではほとんどの事業所が実施年月日と項目を収集しており，

法令が求める記録項目を網羅していた。法令の求めはないが，各項目の時間数も 8 割の事業所が

取っていた。再教育では，項目と時間数を取らない事業所も 3〜4割あった(図 5)。 

 
 

【 健康診断 】 

 立入前健康診断の記録を収集している事業所は半数にとどまった。これに対して，定期健康診

断の記録はほとんどの事業所が求めていたが(図 6)，これまでの記録すべてではなく，直近のみ

でよいという事業所が 3/4を占めた(図 7)。 

 収集項目については，実施年月日はすべての事業所が収集しており，健康診断の結果について

も 7〜8 割が取っている。それに対し，健康診断を行った医師名や講じた措置について収集して
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いる事業所は少なかった(図 8)。 

 

 

 

【 被ばく記録 】 

 被ばく記録はいずれの事業所も収集していた。対象期間は，累積(これまでの被ばく線量の合

計)を求める事業所が 6 割であった。全期間(月単位)の記録を求める事業所も 3 箇所あったが，

これは別添を求めている事業所である。対象期間としては，今年度と直近の 4 年間の記録を求め

る事業所が 3箇所あった(図９)。 

 線量の形態は，実効線量はすべての事業所で，等価線量は 6 割の事業所で収集していた。内部

被ばくを明示的に分離して収集している事業所は 2 割弱にとどまり，算定(合算)を明記している

事業所も同様に 2割弱と少なかった(図 10)。 

 

 

【 別紙/別添 】 
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教育訓練，健康診断，被ばく記録については「別紙記載のとおり」「別添書類」として法定記録

を添付する事業所，あるいは添付することを要求する事業所が，1〜4事業所あった(図 11)。 

 

 

2. 考察 

教育訓練の記録では，ほとんどの事業所において，立入前教育訓練の日時，項目，時間数の情報

が収集されている。これは，「管理区域に立ち入る前の教育訓練」を所属元が実施し，その記録

の提供を事業所が受けているためと考えられる。法定項目が網羅されているので，事業所の立入

前教育訓練の記録としてはこれで十分である。(ただし事業所の予防規程は事業所が行わなけれ

ばならない。) 

 

 健康診断についても同様に考えられる。ほとんどの事業所は直近の記録を求めており，これは

「事業所の管理区域に」立ち入る前の健康診断の実施を，所属元に要求し，その記録の提供を受

けることを意図していると考えられる。ただし，現状では，健康診断を行った医師名や講じた措

置の情報が抜けている場合が多く，法令の要求する項目としては不十分であることに注意する必

要がある。 

 

 被ばく記録については，複雑で，事業所の意図が見えにくい。法令は，外部被ばくと内部被ば

くの測定，さらにはその算定(合算)を求めているが，そこまでの記録を様式で収集している例は

少ない。(別添書類という形で収集する事業所がある。) したがって，現状は法定記録としては

不十分であり，被ばく記録として収集しているのではない可能性がある。 

 ひとつ考えられるのは，「被ばく歴」という表現が多いことから，立ち入り前健康診断の「問

診の項目」として収集している，ということである。ただ，外来利用者の健康診断を事業所とし

て実施している例はないと思われるので，被ばく歴の収集の意味はよくわからない。 

 もうひとつの考え方として，線量限度(実効線量で 100 mSv/5 年，50 mSv/年)を事業所として

担保するため，ということがあげられる。事業所での被ばくは事業所が管理できるので，その個

人が被ばくする線量が合算しても年限度を超えないことを確認するために，この情報を収集して

いる可能性がある。回答のあった大学のうち，3 事業所が「今年度と直近の 4 年間の記録」を求

めているのは，この目的のためと考えられる。 

 

 まとめると，教育訓練と健康診断については，立ち入り前の記録として収集していると考えら

れる。後者は項目としては不足があるが，それを補えば，目的に合わせることができる。 
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 被ばく記録については，現状の収集項目は意味がよくわからない。法定記録として不十分であ

ることから，改善を要すると考えられる。 

 

3. 共通様式の項目の提案 

調査結果を踏まえて，共通様式の項目の案を表 3のように考えた。 

 

 この様式を利用者の所蔵元と事業所の間でやりとりする意味(様式の機能)として，次のものを

仮定している。 

 事業所で放射線業務に従事する者の個人管理(教育訓練，健康診断，被ばく)は，使用者(その

事業所の組織の長)に課せられた義務であるから，他の大学等から利用にくる者の個人管理も，

法的にはその事業所が行わなければならない。しかし，他から来る利用者は雇用関係がない場合

がほとんどであり，「個人管理」をその事業所が行うことは，費用や運用の面から現実的ではな

い。そこで，被ばく管理や健康診断は所属元の大学等で行ってもらい，事業所は所属元から記録

の提供を受ける形が現実的である。様式を，この管理形態を実現するためのものとして位置付け，

項目を検討した。 

 

【 基本情報 】 

 17事業所の傾向をもとに項目を選んだ。氏名，生年月日，性別は管理上必要なので必須項目と

し，その他の付帯情報(所属，身分，連絡先等)については現時点では定めていない。 

【 教育訓練 】 

 現状の傾向を踏襲し，法定項目を網羅してある。 

【 健康診断 】 

 所属元が実施した直近の健康診断をもって事業所の「立ち入り前健康診断」に変えることを目

的として，法定項目を網羅した。実施年月日はあまり古いわけにもいかないので，ある程度の制

限をつける必要があるかもしれない。また，事業所の立ち入り前健康診断として位置付けると，

検査・検診の「省略」は適用できないことに注意が必要である。 

【 被ばく記録 】 

 事業所として線量限度(実効線量で 100 mSv/5 年，50 mSv/年)を担保することを目的とし，そ

のために必要な項目を選んだ。これだけでは法令が要求する「被ばく記録」としては不十分であ

るため，所属元から法定記録の写しを別添で収集するのがよい。 

 

 従事者証明書の統一には，様式の共通化と併せて，個人管理体制を共通化することが重要と考

える。「個人管理は所属元が実施主体となり，法令の要求する情報を利用する事業所に提供する」

という取り決めを，利用者の所属元と事業所の双方が確認し，これに基づいて個人管理が実施さ

れる体制が望ましい。 

 なお，実際には，事業所は個人管理の負担がまったくなくなるわけではなく，教育訓練の一部

(事業所の予防規定等)と，事業所における被ばく管理(内部被ばく等)への関与が考えられる。こ

れらの具体的な内容と取り決めについてさらに検討が必要と思われる。 
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4. 学会発表で寄せられたコメント 

以上の調査結果と共通項目の提案について学会において発表を行った[1]。寄せられたコメント

には次のものがあった;  

 

「共同利用施設に従事者を派遣する場合，ＲＩ法の責任は共同利用施設側，電離則の責任は所

属機関となる。従事者が他機関へ異動する場合は，両方の法律の責任が旧所属機関から新所属

機関に移ることになる。2 つの場合は似ているが証明書に記載すべき最低限の情報は若干異な

るので，それぞれについて項目を検討する必要がある」 

 

「今回提案された共通項目は各機関の現状を踏まえた最大公約数的なものとしているが，国際

的な取り組みとの整合性を確保し，本来あるべきものとすべきである。IAEAは，雇用者と，施

設管理者との間で密接な連携を取ることを要求している[2]」 

 

この 2 つのコメントは，本プロジェクトの目的である「従事者証明書の統一化」のためには施設

(派遣先)の責任と派遣される者の所属元の責任をＲＩ規制法のみならず電離則の視点も含めて明

確にすること，また派遣先と所属元の連携を確立することが重要であるということを示唆してい

る。これらについて，次年度以降，議論を深めて行きたい。 

 

[1] 「規制研究セッション 大学間ネットワークに従事者管理の統一化」，第 2 回日本放射線安

全管理学会・日本保健物理学会合同大会，2019年 12月 4日〜7日，仙台 

[2] IAEA Safety Standards for protecting people and the environment, Radiation Protection 

and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, General Safety 

Requirements Part 3 

Requirement 21: Responsibilities of employers, registrants and licensees for the 

protection of workers (3.74–3.82) (p.51) 

Requirement 23: Cooperation between employers and registrants and licensees (3.85–3.87) 

(p.54) 
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資料 22. 成果報告会の資料 
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